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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

   （注）１．営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

  ２．純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基 

 準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

 業会計基準適用指針第８号）を適用しております。   

回次 第185期中 第186期中 第187期中 第185期 第186期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

営業収益 (百万円) 317,666 321,187 323,313 637,364 646,361 

経常利益 (百万円) 7,682 19,351 20,502 27,532 41,294 

中間（当期）純利益 (百万円) 5,643 14,962 10,919 12,332 26,873 

純資産額 (百万円) 128,679 133,255 161,156 108,444 158,199 

総資産額 (百万円) 1,549,953 1,522,345 1,502,929 1,528,801 1,556,146 

１株当たり純資産額 （円） 150.07 155.45 181.94 126.49 184.59 

１株当たり中間（当期）純

利益 
（円） 6.58 17.45 12.74 14.38 31.33 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
（円） 6.58 17.45 12.44 14.38 31.33 

自己資本比率 （％） 8.30 8.75 10.37 7.09 10.17 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) 27,482 54,811 35,764 54,243 86,022 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) △48,455 △1,509 △32,124 △55,708 △17,097 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) 2,583 △49,316 △4,034 △23,202 △65,162 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
(百万円) 30,742 28,450 27,831 24,463 28,226 

従業員数 

［外、平均臨時従業員数］ 
（人） 

21,275 

[8,070] 

20,878 

[7,764] 

20,289 

[7,745] 

21,151 

[7,478] 

20,483 

[7,503] 



(2）提出会社の経営指標等 

  （注）１．営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

     ２．「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

回次 第185期中 第186期中 第187期中 第185期 第186期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

営業収益 (百万円) 103,630 117,636 118,836 214,126 233,070 

経常利益 (百万円) 3,909 14,490 14,436 16,656 28,297 

中間（当期）純利益 (百万円) 2,308 5,598 4,942 4,737 12,559 

資本金 (百万円) 66,166 66,166 66,166 66,166 66,166 

発行済株式総数 （千株） 858,672 858,672 858,672 858,672 858,672 

純資産額 (百万円) 154,568 145,056 153,700 130,543 159,740 

総資産額 (百万円) 1,376,608 1,350,820 1,334,541 1,363,112 1,377,840 

１株当たり配当額 （円） 2.50 2.50 2.50 5.00 5.00 

自己資本比率 （％） 11.2 10.7 11.5 9.6 11.6 

従業員数 （人） 5,916 5,697 5,138 5,790 5,197 



２【事業の内容】 

 当社グループは、レジャー事業において子会社１社が清算に伴い減少いたしました。また、会社設立によりレジャ

ー事業において子会社１社、不動産事業において子会社１社、その他事業において子会社１社が、それぞれ増加いた

しました。 

 これらの結果、当社グループは当社、子会社101社及び関連会社16社で構成されることとなりました。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、出向者、休職者および組合専従者等1,601人を含んでおりません。なお、臨時従

業員は存在しません。 

(3）労働組合の状況 

 提出会社および連結子会社には計44の労働組合があります。 

 提出会社には東武鉄道労働組合があります。東武鉄道労働組合の上部団体として東武交通労働組合があり、日本

私鉄労働組合総連合会（私鉄総連）に加盟しております。 

 なお、労使関係について特記すべき事項はありません。 

  平成18年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

運輸事業 11,402  [  665]  

レジャー事業 3,064 [ 2,247]  

不動産事業 279  [   79]  

流通事業 3,006 [ 2,439]  

その他事業 2,334 [ 2,315]  

一般管理 204 [    0]  

合計 20,289 [ 7,745]  

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 5,138  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間のわが国経済は、原油価格の動向や雇用情勢に懸念はあるものの、企業収益の改善などによ

り、設備投資は増加し、住宅建設、個人消費も緩やかに増加するなど、景気は回復基調で推移いたしました。 

このような情勢下にありまして、当社グループは、多様化するお客様のニーズに対応したサービスの提供をはじ

め、各事業において積極的な営業活動を行い、業績の向上に努めました。これらの結果、当中間連結会計期間の業

績は、営業収益が323,313百万円と前年同期に比べ2,126百万円（0.7％）増加し、営業利益が22,975百万円と前年

同期に比べ1,567百万円（6.4％）減少し、経常利益が20,502百万円と前年同期に比べ1,151百万円（5.9％）増加

し、中間純利益が10,919百万円と前年同期に比べ4,042百万円（27.0％）減少いたしました。 

 これをセグメント別に示すと次のとおりであります。 

（運輸事業） 

鉄道業におきまして、当社では、安全は鉄道事業者の使命であるとの認識のもと、踏切支障報知装置の設置、ホ

ームにおける非常通報ボタンや転落支障検知装置の増設を進めてまいりました。なお、高架化や統廃合による踏切

道の廃止に積極的に取組むとともに、来年度中には、踏切支障報知装置を全踏切道へ設置いたします。さらに、６

月には埼玉県警察本部等と合同で有毒ガスに対する対応訓練を南栗橋車両管理区において実施し、お客様の避難誘

導方法の確認や社内連絡訓練を行うなど危機管理体制の維持、強化に努めました。当社は、安全確保に万全を期す

ため、安全に対する意識をさらに高め、公共輸送機関としての信頼の確立に向け邁進しております。また、３月18

日に伊勢崎線・日光線を中心とするダイヤ改正を実施し、東京メトロ半蔵門線、東急田園都市線に直通する列車を

大幅に増発するなど利便性向上を図るとともに、東日本旅客鉄道㈱と新宿駅～東武日光・鬼怒川温泉駅間における

特急列車の相互直通運転を開始し、多くのお客様にご利用いただきました。さらに、快適に鉄道をご利用いただけ

るよう、４月に中板橋駅、５月に志木駅において、エレベーターおよび多機能トイレの使用を開始いたしました。

引き続き、東向島駅、梅郷駅、成増駅などでエレベーター等の整備を進めてまいります。また、本年３月より東武

カードのクレジット利用による東武線定期券発売を開始したほか、平成19年３月に予定しています首都圏の鉄道、

バスで共通利用が可能なＰＡＳＭＯ（ＩＣカード乗車券）導入に向けた施設の整備を推進するなど、一層便利に鉄

道をご利用いただけるよう努めております。そのほか、沿線の観光資源であります日光、鬼怒川、会津、尾瀬、両

毛地区および東武動物公園、武蔵丘陵森林公園等の宣伝活動を幅広く実施いたしました。また、臨時列車の運転、

健康ハイキングの開催、ＳＦとーぶカード、各種クーポン等の販売をはじめ、久喜駅、東武動物公園駅で駅ナカ店

舗の一層の充実を図るなど増収に努めました。 

バス・タクシー業におきましては、東北急行バス㈱の東京～新庄線夜行高速バスＴＯＫＹＯサンライズ号がさく

らんぼ東根駅前へ乗り入れを開始いたしました。また、東武バスウエスト㈱では、坂戸駅南口・川越駅西口～成田

空港間で高速バスの運行を開始いたしました。さらに、東武バスセントラル㈱では、新越谷駅西口～郡山駅前間に

おきまして、高速バスあだたら号の運行を開始するなど増収に努めました。 

以上の結果、運輸事業の営業収益は108,269百万円と前年同期に比べ919百万円（0.9％）増加し、営業利益は

16,678百万円と前年同期に比べ736百万円（4.6％）の増加となりました。 

（営業成績） 

業種別 

当中間連結会計期間 
自平成18年４月１日 至平成18年９月30日 

営業収益（百万円） 前年同期比（％） 

鉄道業 80,578 0.9 

バス・タクシー業 17,594 △1.7 

貨物運送業 10,096 5.0 

小計 108,269 0.9 

消去 1,917 9.4 

営業収益計 106,351 0.7 



（レジャー事業） 

遊園地・観光業におきまして、東武レジャー企画㈱の東武動物公園では、西武園ゆうえんちと提携し、それぞれ

の年間パス会員を対象に４月から12月まで、互いに入園を無料にしているほか、夜の動物園・遊園地を探検する

「ミッドナイトツアー」を開催するなど入園者の獲得に努めました。 

スポーツ業におきまして、㈱東武スポーツでは、５月に、せんげん台駅西口に「東武スポーツクラブ プレオン

せんげんだい」をオープンいたしました。 

     ホテル業におきましては、お客様のニーズに合わせた施設の改修や各種催事を開催し増収に努めました。なお、

   ㈱東武ブライダルでは、約３０,０００㎡の敷地に芝桜等37万株を色彩よく植栽した「館林 野鳥の森フラワーガー

   デン」を４月にオープンし、多くのお客様にご来場いただきました。 

以上のような施策があったものの、遊園地・観光業における悪天候の影響等により、レジャー事業の営業収益は

43,658百万円と前年同期に比べ584百万円（1.3％）減少し、営業利益は189百万円と前年同期に比べ121百万円

（38.9％）の減少となりました。 

（営業成績） 

（不動産事業） 

賃貸業におきまして、当社では、新規物件として、吉川栄町店舗が完成したほか、西新井駅橋上店舗（ペアロー

ド）のリニューアルに際しては、積極的なテナント誘致を図りました。また、東武アネックスビル、川越市駅前ビ

ル等のテナント入れ替えを行うなど、増収に努めました。 

分譲業におきまして、当社は、マンションでは、川口市並木元町（リボンシティレジデンス）・町田市南大谷

（ユニヴェルシオール学園の丘）等、建売住宅では、滑川（フランサ）・南栗橋（ルティアス）、土地では、滑

川・土浦等の販売収入を計上いたしました。なお、引き続き、江東区豊洲（スターコート豊洲）・松戸市常盤平

（モードヴィスタ常盤平）等でマンション、滑川（フランサ）・南栗橋（ルティアス）等で建売住宅の販売収入を

見込んでおります。東武不動産㈱では、川口市赤山（ヴィスタマークス川口新井宿）、さいたま市北区（ヴィスタ

グラード宮原）でマンションの販売収入を見込んでおります。 

以上の結果、不動産事業の営業収益は33,483百万円と前年同期に比べ823百万円（2.5％）増加しましたが、棚卸

資産の評価に関する会計基準を早期適用し、当社において販売用不動産の収益性の低下に基づく簿価切り下げを行

った影響等もあり、営業利益は2,561百万円と前年同期に比べ3,808百万円（59.8％）の減少となりました。 

業種別 

当中間連結会計期間 
自平成18年４月１日 至平成18年９月30日 

営業収益（百万円） 前年同期比（％） 

遊園地・観光業 2,326 △18.1 

スポーツ業 9,210 13.1 

旅行業 2,561 4.1 

ホテル業 9,800 △0.6 

飲食業 6,274 △2.7 

遊戯場業 13,483 △6.9 

小計 43,658 △1.3 

消去 2,171 17.7 

営業収益計 41,486 △2.2 



（営業成績） 

（流通事業） 

流通事業におきまして、㈱東武百貨店では、池袋店において「ワールドウォッチフェア」等の催事を開催したほ

か、お客様のニーズに対応したサービスを提供するなど積極的な営業活動を展開いたしました。㈱東武宇都宮百貨

店では、商業施設の魅力をより高めるため、売場の一部を改装したほか、平日の営業時間を30分延長するなど増収

に努めました。 

以上の結果、流通事業の営業収益は121,432百万円と前年同期に比べ1,151百万円（0.9％）減少しましたが、主

に㈱東武百貨店における経費削減等が寄与したため、営業利益は2,106百万円と前年同期に比べ897百万円

（74.2％）の増加となりました。 

（営業成績） 

（その他事業） 

建設業におきまして、東武建設㈱では、受注した宇都宮市内のマンション新築工事などが完成し、収入計上した

ほか、共同企業体による宇都宮市内の地方自治体行政ビル新築工事を進めております。 

その他業におきまして、東武ビルマネジメント㈱では、日光市の医科大学医療センターの管理、清掃、警備業務

を受託したほか、各グループ会社で積極的に営業活動を行い、増収に努めました。 

以上の結果、その他事業の営業収益は38,065百万円と前年同期に比べ1,010百万円（2.7％）増加し、営業利益は

1,573百万円と前年同期に比べ329百万円（26.5％）の増加となりました。 

業種別 

当中間連結会計期間 
自平成18年４月１日 至平成18年９月30日 

営業収益（百万円） 前年同期比（％） 

不動産賃貸業 15,548 1.0 

不動産分譲業 17,934 3.9 

小計 33,483 2.5 

消去 5,955 2.1 

営業収益計 27,528 2.6 

業種別 

当中間連結会計期間 
自平成18年４月１日 至平成18年９月30日 

営業収益（百万円） 前年同期比（％） 

流通業 121,432 △0.9 

消去 1,000 △10.2 

営業収益計 120,432 △0.9 



（営業成績） 

(2）キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前中間連結会計期間に比べ

618百万円（2.2％）減少し、当中間連結会計期間末には27,831百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は35,764百万円となり、前年同期に比べ19,047百万円

（34.8％）の減少となりました。これは、利息及び配当金の受取額が17,163百万円と前年同期に比べ16,477百万円

（2,401.7％）増加したものの、税金等調整前中間純利益が16,538百万円と前年同期に比べ8,855百万円（34.9％）

減少したことや、法人税等の支払い額が22,202百万円と前年同期に比べ21,878百万円（6,748.6％）増加したこと

等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は32,124百万円であり、前年同期に比べ30,615百万円

（2,028.6％）増加しました。これは、有形固定資産の取得による支出が33,627百万円と前年同期に比べ10,906百

万円（48.0％）増加したことや、有形固定資産の売却による収入が2,746百万円と前年同期に比べ16,500百万円

（85.7％）減少したこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は4,034百万円となり、前年同期に比べ45,281百万円

（91.8％）の減少となりました。これは、短期借入金の借入や社債の発行により資金を調達したこと等を反映した

ものであります。 

２【生産、受注及び販売の状況】 

 当社グループのサービス、生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種のサービス、製品であっても、そ

の内容、形式等は必ずしも一様ではなく、事業の種類別セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数

量で示すことはしておりません。 

 そのため生産、受注及び販売の状況については、「１ 業績等の概要」における各事業の種類別セグメントごと

に業績に関連付けて示しております。 

業種別 

当中間連結会計期間 
自平成18年４月１日 至平成18年９月30日 

営業収益（百万円） 前年同期比（％） 

建設業 26,828 2.9 

その他業 11,237 2.4 

小計 38,065 2.7 

消去 10,550 △13.3 

営業収益計 27,514 10.5 



３【対処すべき課題】 

今後の経済見通しによれば、設備投資の増加、雇用・所得情勢の緩やかな改善とともに個人消費も増加基調にある

等、景気全体では回復が見られるものの、一部には厳しさが残り、留意が必要な状況にあります。このような経営環

境において、当社グループは、平成18年５月策定の「東武グループ中期経営計画」に基づき、経営資源の沿線への集

約と、事業の選択と集中を図るとともに、財務体質の強化を図ってまいります。また、「信頼の確立」を目指し、お

客様の信頼の基礎である安全・安心を確立するとともに、企業の社会的責任を果たすべくコンプライアンス経営の強

化と、お客様視点の徹底を図ります。同時に、「成長基盤の確立」を実現すべく、引き続き鉄道事業での需要喚起策

を重点的に実施するほか、新タワーを核とした業平橋・押上プロジェクトを推進するなど沿線活性化を図ってまいり

ます。以上の方針に基づき、一層の収益の拡大、有利子負債の削減に努めていくことで、より強固な財務基盤を築い

てまいります。 

  

（グループの採るべき基本戦略） 

鉄道沿線を中心として、当社グループが事業を展開することで相乗効果が得られるエリアを重点マーケットとし、

新規事業については収益性に基づいた投資判断を徹底する一方、既存事業においては独立事業採算管理を確立し、不

採算事業からの撤退・売却を検討することにより、選択と集中を推進してまいります。さらに、グループ外との連

携、外注化等により事業の統廃合を進め、セグメント別業績管理体制の確立により、グループ経営体制を強化してま

いります。 

  

（運輸事業） 

鉄道業については、輸送改善施策として、本年３月の伊勢崎線・日光線ダイヤ改正により、東日本旅客鉄道㈱との

新宿駅～東武日光・鬼怒川温泉駅間の特急列車の直通運転、東京メトロ半蔵門線・東急田園都市線直通列車の増発を

実施いたしました。さらに、お客様の需要を喚起するため、世代別のニーズに対応した内容の沿線情報誌を創刊・刷

新したほか、引き続き企画乗車券販売を進めるなど戦略的営業施策の強化を図りました。今後も一層の利便性・快適

性向上を図ったダイヤ設定に努め、質の高いサービスを提供することで、沿線の魅力を高め、新たな需要を獲得し、

増収・増益に努めてまいります。また、平成19年３月に予定しているＰＡＳＭＯ（ICカード乗車券）の導入に向けた

取組みや、エレベーターの設置等を推進するほか、さらなる安全性確保を企図した保安度向上のための設備の更新や

施設の防災対策等を積極的に進め、より快適に、安心してご利用いただけるよう努めてまいります。 

バス・タクシー業については、東武バス㈱および朝日自動車㈱の２社による統括のもと、事業の効率化を図るとと

もに、つくばエクスプレス等との競合状況に対応すべく、新路線の運行を開始するほか、高速バス部門等の新規収益

分野を一層拡充することで、収支構造の改善を推進してまいります。その他貨物運送業では、物流拠点を強化すると

ともに、業務の効率化を図ってまいります。 

  

（レジャー事業） 

レジャー事業については、遊園地業において需要を喚起する新たな遊戯施設の導入を図るほか、ホテル業において

は市場ニーズに適応したリニューアルを行う等営業力を強化するとともに、徹底したコスト削減を実行いたします。

また、各地域の市場ニーズを掘り起こす多様なスポーツ施設を展開する等、景気や社会情勢などの外的要因にも揺る

がない強い事業基盤づくりを推進してまいります。 

（不動産事業） 

分譲業については、住環境や生活スタイルを訴求した商品企画により建売業を展開する等、早期の資金回収を進め

ます。また、マンション分譲業を引き続き推進し、収益の確保を図ってまいります。 

賃貸業については、安定的な収益を確保すべく、立地特性や周辺マーケットのニーズを的確につかみ、より収益の

得られる物件の開発やテナントの誘致を行うとともに、ローコストオペレーションを推進し、収益力を強化してまい

ります。特に駅ビジネスについては、駅毎の特性に適合した施設の新設・リニューアルや優良テナントへの入れ替

え、新業態店舗の展開などを推進し、お客様のニーズを先取りした柔軟な対応により、駅空間の魅力を高める沿線密

着型のサービスを提供してまいります。また、IT事業については、沿線に特化した情報発信・収集等の拡充により、

お客様のニーズを把握するとともに、メール配信を中心としたWeb広告業や当社資産を有効活用した光ケーブル賃貸

業、駅の付加価値を高める公衆無線LANサービスを推進するなど、新たな収益分野の確立に向け取り組んでまいりま

す。 



（流通事業） 

流通事業については、お客様のニーズの変化に柔軟に対応した売場配置、商品提供を行い、売上の増大と収支改善

を図ってまいります。百貨店業では、市場の変化に対応したリモデル・リニューアル工事を適宜実施するとともに、

需要を喚起する独自の商品提供と売場作りに努め、さらなる収益力の向上を図ってまいります。ストア業では、沿線

を中心とした出店の促進とともにグループ外との提携により営業基盤を強固なものとし、収益力の向上に努めてまい

ります。また、グループカードについては、今後も東武グループとして一体感のあるサービスをお客様に提供し、さ

らなるグループ事業の活性化を図るとともに、新たな収益源として一層積極的に展開してまいります。 

（その他事業） 

建設業については、技術力、品質・サービスの向上に努め、企画提案力を強化することでお客様のご要望に応え、

安定した収益体制を築いてまいります。同時にコスト削減を図り、強固な財務基盤の確立を推進いたします。 

一般管理部門については、定型業務のアウトソーシング等により業務の集約化、効率化に努め、生産性向上を図っ

てまいります。 

４【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はございません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 ㈱東武スポーツにおいて前連結会計年度末に計画しておりました新越谷スポーツクラブ新設については、平成18年

12月に完成し、平成18年12月16日より営業開始予定であります。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成18年12月1日からこの半期報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社債に

おける新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

 会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

  2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 （平成18年６月12日発行） 

 （注１） 新株予約権1個の行使に際して払込みをなすべき額は、各社債の発行価額1,000万円と同額とします。 

 （注２） ①当社による本新株予約権付社債の取得の場合は、当該取得日の5東京営業日前の日まで、②当社の選択に

よる本社債の繰上償還の場合は、償還日の5東京営業日前の日まで、③本新株予約権付社債権者の選択による

本社債の繰上償還がなされる場合は、償還通知書が支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時ま

で、④本社債の買入消却がなされる場合は、当社が本社債を消却した時または、当社の子会社が本社債を消却

のため当社に交付した時まで、また⑤本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとしま

す。上記いずれの場合も、平成28年3月17日（行使請求受付場所現地時間）より後に本新株予約権を行使する

ことはできず、また、当社の組織再編等を行うために必要な場合、それらの効力発生日から14日後以内の日に

先立つ30日以内の当社が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 2,000,000,000 

計 2,000,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月15日） 

上場証券取引所名又は登
録証券業協会名 

内容 

普通株式 858,672,607 858,672,607 
東京証券取引所 

（市場第一部） 
－ 

計 858,672,607 858,672,607 － － 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

 新株予約権付社債の残高（百万円） 50,000 同左 

 新株予約権の数（個） 5,000 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 68,965,517 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 725 （注１） 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年６月26日（注２） 

至 平成28年３月17日  
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

１株当たり発行価格 725（注３） 

１株当たり資本組入額 363 
同左 

新株予約権の行使の条件 
各本新株予約権の一部行使はで

きない。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 本新株予約権は、転換社債型新

株予約権付社債に付されたもので

あり、本社債からの分離譲渡はで

きない。 

同左 

代用払込みに関する事項 

 各本新株予約権の行使に際して

は、各本社債を出資するものと

し、当該本社債の価額は、その払

込金額と同額とする。 

同左  



（注３） 平成21年1月30日（以下「標準修正日」という。）まで（当日を含む。）の15連続取引日の終値の平均値の

0.1円未満の端数を四捨五入した金額（以下、「標準修正時価」という。）が、標準修正日に有効な転換価額

を1円以上下回る場合には、転換価額は、平成21年2月10日（日本時間）（以下「標準修正効力発生日」とい

う。）以降、標準修正時価に下方修正されます。但し、上記計算の結果算出される金額が当初転換価額の80％

に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額を下回る場合には、転換価額は、かかる金額に修正されま

す。平成27年4月1日以降（当日を含む。）の当社の選択する日（以下「特別修正日」という。）まで（当日を

含む。）の15連続取引日の終値の平均値の0.1円未満の端数を四捨五入した金額（以下「特別修正時価」とい

う。）の95％に相当する価額が、特別修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、当社は、転換価額

を特別修正時価の95％に下方修正することができます。かかる修正は、特別修正日（当日を含まない。）から

2営業日目の日に効力を生じ、修正通知に定められた終了日（特別修正効力発生日（当日を含まない。）から

20取引日目以降の日とし、以下「特別修正終了日」という。）まで（当日を含む。）継続します。但し、この

計算の結果算出される金額が当初転換価額の80％に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に相当す

る金額を下回る場合には、転換価額は、かかる金額に修正されます。転換価額は、特別修正日の翌日から修正

前の転換価額に復します。転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払

込金額で当社普通株式を発行しまたは、当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により

調整されます。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社が保有するもの

を除く。）の総数をいいます。 

  

      また、転換価格は、当社普通株式の分割または併合、当社普通株式の時価を下回る価格をもって当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含む。）の発行が行われる場合その

他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

        
既発行株式数 ＋

発行または処分株式数×1株当たりの払込金額 

調整後転換価格 ＝ 調整前転換価格 ×
時価 

既発行株式数＋発行または処分株式数 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

 

平成18年４月１日～

平成18年９月30日

  

－  858,672,607 －   66,166 －  16,541  



(4）【大株主の状況】 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町2-2-2 39,181 4.56 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1-6-6 32,555 3.79 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町2-11-3 26,460 3.08 

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 21,903 2.55 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海1-8-11 20,477 2.38 

株式会社みずほコーポレート

銀行 
東京都千代田区丸の内1-3-3 13,266 1.54 

株式会社埼玉りそな銀行 埼玉県さいたま市浦和区常盤7-4-1 12,708 1.48 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 10,500 1.22 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1-1-5 10,000 1.16 

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝3-33-1 9,398 1.09 

計 － 196,451 22.87 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式32,000株（議決権32個）を

含んでおります。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、野田開発興業株式会社所有の相互保有株式399株、当社所有の自己株

式617株および証券保管振替機構名義の株式860株が含まれております。 

②【自己株式等】 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 

普通株式  1,905,000 

（相互保有株式） 

普通株式    20,000 

－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 848,343,000 848,343 － 

単元未満株式 普通株式   8,404,607 － － 

発行済株式総数 858,672,607 － － 

総株主の議決権 － 848,343 － 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所
有株式数
（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

（自己保有株式） 

東武鉄道株式会社 
東京都墨田区押上1-1-2 1,905,000 － 1,905,000 0.22 

（相互保有株式） 

野田開発興業株式会社 
千葉県野田市柳沢24-5 20,000 － 20,000 0.00 

計 － 1,925,000 － 1,925,000 0.22 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 株価は、東京証券取引所（市場第一部）における市場相場であります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの間における役員の異動は次のとおりであり

ます。 

(1）新任役員 

 該当事項はありません。 

(2）退任役員 

 該当事項はありません。 

(3）役職の異動 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 625 578 546 560 608 608 

最低（円） 560 511 485 523 550 580 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

 常務取締役 －  常務取締役 経理部長 中島 直孝 平成18年9月30日 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定に基づき、「中間財務諸表等規則」並びに

「鉄業事業会計規則」（昭和62年運輸省令第７号）により作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の「中間財務諸表等規則」、

「鉄道事業会計規則」に基づき、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の

「中間財務諸表等規則」、「鉄道事業会計規則」に基づいて作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで）及び前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）並びに当中間連結会計期間（平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結

財務諸表及び中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
平成17年９月30日 

当中間連結会計期間末 
平成18年９月30日 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１．現金及び預金   29,274     28,582     28,931     

２．受取手形及び売掛
金 

  31,800     42,470     34,324     

３．短期貸付金   3,239     3,100     3,200     

４．有価証券 (注５) 2,814     201     3,602     

５．たな卸資産   86,884     77,234     87,408     

６．前払費用   4,729     5,470     5,711     

７．繰延税金資産   23,865     23,855     20,153     

８．その他の流動資産   10,286     11,712     9,568     

９．貸倒引当金   △517     △1,398     △621     

流動資産合計     192,378 12.6   191,230 12.7   192,279 12.4 

Ⅱ 固定資産                     

Ａ 有形固定資産                     

１．建物及び構築物 
(注５) 
  

503,130     493,430     501,751     

２．機械装置及び運
搬具 

(注５) 73,883     77,450     80,913     

３．土地 
(注５) 
  

517,066     506,669     513,618     

４．建設仮勘定   23,183     26,403     27,446     

５．その他の有形固
定資産 

(注５) 11,752     12,056     12,305     

有形固定資産合計 
(注３) 
(注８) 

1,129,016     1,116,010     1,136,034     

Ｂ 無形固定資産                     

１．公共施設負担金   4,009     4,526     3,833     

２．その他の無形固
定資産 

  5,896     5,858     5,733     

無形固定資産合計   9,905     10,384     9,566     

 



    
前中間連結会計期間末 
平成17年９月30日 

当中間連結会計期間末 
平成18年９月30日 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ｃ 投資その他の資産                     

１．投資有価証券 
(注５) 
(注11) 

111,689     122,723     136,790     

２．長期貸付金   2,185     1,812     1,799     

３．破産債権・更生
債権・その他こ
れらに準ずる債
権 

  2,317     2,362     2,365     

４．繰延税金資産   2,922     3,046     2,823     

５．再評価に係る繰
延税金資産 

  40     －     －     

６．その他の投資そ
の他の資産 

(注５) 77,182     59,670     79,528     

７．貸倒引当金   △5,295     △4,314     △5,041     

投資その他の資産
合計 

  191,042     185,301     218,264     

固定資産合計     1,329,964 87.4   1,311,697 87.3   1,363,865 87.6 

Ⅲ 繰延資産                     

１．開発費   2     0     1     

繰延資産合計     2 0.0   0 0.0   1 0.0 

資産合計     1,522,345 100.0   1,502,929 100.0   1,556,146 100.0 

                      

（負債の部)                     

Ⅰ 流動負債                     

１．支払手形及び買掛
金 

  30,977     31,948     33,265     

２．短期借入金 
(注５) 
(注６) 
(注７) 

80,512     85,926     74,236     

３．一年内に返済する
長期借入金 

(注５) 
(注６) 

82,410     97,910     76,816     

４．一年内に償還する
社債 

  39,500     39,650     39,800     

５．未払費用   6,722     6,382     9,194     

６．未払法人税等   17,148     8,017     21,804     

７．前受金   61,810     52,161     54,128     

８．賞与引当金   7,717     7,391     3,182     

９．その他の流動負債 (注５) 72,233     70,693     93,703     

流動負債合計     399,033 26.2   400,082 26.6   406,131 26.1 

 



    
前中間連結会計期間末 
平成17年９月30日 

当中間連結会計期間末 
平成18年９月30日 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債                     

１．社債 (注６) 145,850     170,990     140,950     

２．長期借入金 
(注５) 
(注６) 

525,563     471,564     532,195     

３．鉄道・運輸機構長
期未払金 

(注５) 100,465     92,672     96,647     

４．繰延税金負債   26,669     32,576     38,430     

５．再評価に係る繰延
税金負債 

  54,685     53,033     53,118     

６．退職給付引当金   33,325     32,272     32,443     

７．連結調整勘定   1,144     －     1,105     

８．負ののれん   －     1,068     －     

９．その他の固定負債   54,494     51,635     52,397     

固定負債合計     942,199 61.9   905,812 60.3   947,289 60.9 

Ⅲ 特別法上の準備金                     

１．特定都市鉄道整備
準備金 

  42,914     35,876     39,395     

特別法上の準備金合
計 

    42,914 2.8   35,876 2.4   39,395 2.5 

負債合計     1,384,147 90.9   1,341,772 89.3   1,392,816 89.5 

                      

（少数株主持分）                     

少数株主持分     4,942 0.3   － －   5,130 0.3 

                      

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金 (注９)   66,166 4.3   － －   66,166 4.3 

Ⅱ 資本剰余金     34,387 2.3   － －   34,399 2.2 

Ⅲ 利益剰余金     △9,221 △0.6   － －   2,077 0.1 

Ⅳ 土地再評価差額金     5,419 0.4   － －   3,156 0.2 

Ⅴ その他有価証券評価
差額金 

    37,038 2.4   － －   53,116 3.4 

Ⅵ 自己株式 (注10)   △535 △0.0   － －   △718 △0.0 

資本合計     133,255 8.8   － －   158,199 10.2 

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    1,522,345 100.0   － －   1,556,146 100.0 

                      

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

１．資本金     － －   66,166 4.4   － － 

２．資本剰余金     － －   34,410 2.3   － － 

３．利益剰余金     － －   9,659 0.6   － － 

４．自己株式     － －   △828 △0.1   － － 

株主資本合計     － －   109,407 7.3   － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

１．その他有価証券評
価差額金 

    － －   42,546 2.8   － － 

２．土地再評価差額金     － －   3,923 0.3   － － 

評価・換算差額等合
計 

    － －   46,469 3.1   － － 

Ⅲ 少数株主持分     － －   5,279 0.4   － － 

純資産合計     － －   161,156 10.7   － － 

負債純資産合計     － －   1,502,929 100.0   － － 

           



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 営業収益     321,187 100.0 323,313 100.0   646,361 100.0 

Ⅱ 営業費           

１．運輸業等営業費
及び売上原価 

(注３) 228,870   234,079 464,288   

２．販売費及び一般
管理費 

(注１) 
(注２) 

67,773 296,644 92.4 66,258 300,338 92.9 134,365 598,654 92.6

営業利益     24,543 7.6 22,975 7.1   47,707 7.4

Ⅲ 営業外収益           

１．受取利息   101   84 166   

２．受取配当金   591   6,021 6,211   

３．少額工事負担金
等受入額 

  2,407   270 3,283   

４．受取保険金   15   23 195   

５．持分法による投
資利益 

  83   57 386   

６．その他   1,594 4,793 1.5 1,372 7,829 2.4 3,228 13,472 2.1

Ⅳ 営業外費用           

１．支払利息   9,612   9,491 19,200   

２．その他   373 9,985 3.1 811 10,303 3.2 684 19,885 3.1

経常利益     19,351 6.0 20,502 6.3   41,294 6.4

Ⅴ 特別利益           

１．固定資産売却益 (注４) 16,249   437 17,232   

２．固定資産受贈益   80   47 244   

３．工事負担金等受
入額 

  1,471   2,594 3,471   

４．投資有価証券売
却益 

  96   3 166   

５．特定都市鉄道整
備準備金取崩額 

  3,518   3,518 7,037   

６．貸倒引当金戻入
額 

  3,351   58 3,511   

７．その他   1,065 25,833 8.0 2,117 8,777 2.7 3,734 35,398 5.5

            

 



    
前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別損失           

１．固定資産売却損 (注５) 541   345 1,094   

２．固定資産除却損 (注６) 1,043   1,022 2,606   

３．固定資産圧縮損 (注７) 1,473   2,740 3,503   

４. 減損損失 (注８) 14,981   677 15,010   

５．たな卸資産評価
損  

  －   5,947 －   

６．投資有価証券売却
損 

  －   0 17   

７．投資有価証券評価
損 

  23   611 23   

８. 貸倒引当金繰入額   0   79 68   

９．その他   1,726 19,790 6.2 1,317 12,741 3.9 6,067 28,393 4.4

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    25,394 7.9 16,538 5.1   48,300 7.5

法人税、住民税及
び事業税 

  16,591   7,740 23,835   

過年度法人税等   －   364 －   

法人税等調整額   △6,165 10,425 3.2 △2,666 5,437 1.7 △2,560 21,274 3.3

少数株主利益     6 0.0 180 0.1   152 0.0

中間（当期）純利
益 

    14,962 4.7 10,919 3.4   26,873 4.2

            



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

     中間連結剰余金計算書  

    
前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高     34,389 34,389

Ⅱ 資本剰余金増加高     

１．自己株式処分差益   － － 10 10

Ⅲ 資本剰余金減少高     

１. 自己株式処分差損    1 1 － －

Ⅳ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    34,387 34,399

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高     △14,803 △14,803

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１．中間（当期）純利益   14,962 26,873

２．土地再評価差額金の
取崩による増加高 

  － 14,962 31 26,905

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１．配当金   2,143 4,286

２．役員賞与   16 16

取締役賞与   (16) (16)

監査役賞与   (0) (0)

３．土地再評価差額金の
取崩による減少高 

  7,220 9,380 5,720 10,023

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    △9,221 2,077

      



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 (注) 剰余金の配当及び役員賞与は、定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

66,166 34,399 2,077 △718 101,925 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 (注)     △2,142   △2,142 

役員賞与    (注)     △73   △73 

中間純利益     10,919   10,919 

土地再評価差額金取崩      △1,122   △1,122 

自己株式の取得        △156 △156 

自己株式の処分   10   46 56 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

          

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ 10 7,581 △110 7,481 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

66,166 34,410 9,659 △828 109,407 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

土地再評価差額金
評価・換算差額等

合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

53,116 3,156 56,273 5,130 163,330 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 (注)         △2,142 

役員賞与    (注)         △73 

中間純利益         10,919 

土地再評価差額金取崩          △1,122 

自己株式の取得          △156 

自己株式の処分         56 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△10,570 766 △9,803 148 △9,654 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△10,570 766 △9,803 148 △2,173 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

42,546 3,923 46,469 5,279 161,156 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度の連結キャ
ッシュ・フロー計算書 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１．税金等調整前中間（当期）純利益   25,394 16,538 48,300

２．減価償却費   24,182 24,225 49,652

３．減損損失    14,981 677 15,010

４．連結調整勘定償却額   △39 － △78

５．負ののれん償却額    － △37 －

６．持分法による投資利益   △83 △57 △386

７．有価証券及び投資有価証券売却益   △96 △3 △166

８．有価証券及び投資有価証券売却損   － 0 17

９．有価証券及び投資有価証券評価損   23 611 23

10．特定都市鉄道整備準備金取崩額   △3,518 △3,518 △7,037

11．貸倒引当金増減額（減少：△）   △3,336 49 △3,486

12．賞与引当金増減額（減少：△）   4,474 4,209 △61

13．退職給付引当金増減額（減少：△）   725 △171 △155

14．その他引当金増減額（減少：△）   △13 362 50

15．受取利息及び配当金   △693 △6,105 △6,378

16．支払利息   9,612 9,491 19,200

17．工事負担金等受入額   △3,878 △2,864 △6,754

18．固定資産売却益   △16,249 △711 △17,232

19．固定資産受贈益   △80 △47 △244

20．固定資産売却損   541 345 1,094

21．固定資産除却損   1,209 1,285 3,408

22．固定資産圧縮損   1,473 2,740 3,503

23．売上債権の増減額（増加：△）   4,962 △8,146 2,438

24．たな卸資産の減少額   3,095 15,867 2,385

25．仕入債務の増減額（減少：△）   △401 △1,316 1,886

26．役員賞与の支払額   △16 △73 △16

27．その他   1,831 △2,957 1,830

小計   64,099 50,391 106,806

28．利息及び配当金の受取額   686 17,163 1,720

29．利息の支払額   △9,649 △9,587 △19,150

30．法人税等の支払額   △324 △22,202 △3,353

営業活動によるキャッシュ・フロー   54,811 35,764 86,022

 



    
前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度の連結キャ
ッシュ・フロー計算書 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１．定期預金の預入による支出   △94 △124 △140

２．定期預金の払戻による収入   211 78 377

３．短期貸付金純増減額（増加：△）   △62 △3,997 264

４．長期貸付による支出   △5 △26 △10

５．長期貸付金の回収による収入   10 34 450

６．有価証券の売却による収入   895 3,400 1,273

７．投資有価証券の取得による支出   △823 △4,685 △2,487

８．投資有価証券の売却による収入   161 38 3,033

９．有形固定資産の取得による支出   △22,721 △33,627 △49,460

10．有形固定資産の売却による収入   19,247 2,746 22,333

11．工事負担金等の受入による収入   5,530 3,674 9,399

12．無形固定資産の取得による支出   △361 △1,676 △832

13．無形固定資産の売却による収入   1 32 1

14．差入保証金の差入による支出   △3,524 △77 △3,920

15．差入保証金の返還による収入   603 3,098 1,484

16．その他   △576 △1,012 1,136

投資活動によるキャッシュ・フロー   △1,509 △32,124 △17,097

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１．短期借入金純増減額（減少：△）   △28,950 11,690 △35,226

２．長期借入による収入   31,217 2,583 83,573

３．長期借入金の返済による支出   △35,790 △42,119 △87,109

４．社債の発行による収入   － 50,090 15,000

５．社債の償還による支出   △9,900 △20,200 △29,500

６．自己株式の純増加額   △45 △100 △215

７．配当金の支払額   △2,143 △2,142 △4,286

８．有価証券消費貸付純増減額（減少：
△） 

  － △0 35

９．鉄道・運輸機構未払金の償還   △3,689 △3,820 △7,420

10．その他   △13 △14 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー   △49,316 △4,034 △65,162

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：
△） 

  3,986 △394 3,762

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   24,463 28,226 24,463

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高 

(注１) 28,450 27,831 28,226

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

１．連結の範囲に関する事項 

(イ)連結子会社の数 96社 

 主要な連結子会社名 ㈱東武

百貨店、㈱東武宇都宮百貨店、

東武運輸㈱、東武食品サービス

㈱、東武建設㈱、東武谷内田建

設㈱、東武ビル管理㈱、東武開

発㈱、東武不動産㈱ 

 なお、松島湾観光汽船㈱は、

会社清算に伴い連結の範囲から

除外いたしました。 

 足利自修工業㈱と三進自動車

工業㈱は合併し、存続会社であ

る三進自動車工業㈱は商号を朝

日カーメンテナンス㈱に変更い

たしました。 

１．連結の範囲に関する事項 

(イ)連結子会社の数 98社 

 主要な連結子会社名 ㈱東武

百貨店、㈱東武宇都宮百貨店、

東武運輸㈱、東武食品サービス

㈱、東武建設㈱、東武谷内田建

設㈱、東武ビルマネジメント

㈱、東武開発㈱、東武不動産㈱ 

 なお、新東京タワー㈱、㈱東

武エネルギーマネジメント、仙

台国際ホテル㈱を新たに連結の

範囲に含めております。 

 また、日光国立公園観光㈱は

会社清算に伴い、連結の範囲か

ら除外いたしました。 

 東武ビル管理㈱は、商号を東

武ビルマネジメント㈱に変更い

たしました。また、東洋浄化産

業㈱は商号を㈱TOYOに変更いた

しました。 

１．連結の範囲に関する事項 

(イ)連結子会社の数 96社 

 主要な連結子会社名は、「第

１企業の概況 ４ 関係会社の

状況」に記載しているため、省

略いたしました。 

 松島湾観光汽船㈱は会社清算

に伴い連結の範囲から除外いた

しました。 

 足利自修工業㈱は三進自動車

工業㈱と合併し、存続会社であ

る三進自動車工業㈱は商号を朝

日カーメンテナンス㈱に変更い

たしました。また、東武ファイ

ナンスマネジメント㈱は商号を

東武シェアードサービス㈱に変

更いたしました。 

 



前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

(ロ）主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社 ㈱フル

ール・ド・パリ 

(ロ）主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社 ㈱フル

ール・ド・パリ 

(ロ）主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社 ㈱フル

ール・ド・パリ 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。 

２．持分法の適用に関する事項 

(イ）持分法適用の非連結子会社数 

 該当はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 

(イ）持分法適用の非連結子会社数 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 

(イ）持分法適用の非連結子会社数 

同左 

(ロ）持分法適用の関連会社数 

12社 

 主要な会社名 ㈱東武スト

ア、蔵王ロープウェイ㈱、㈱伊

香保カントリー倶楽部、那須交

通㈱ 

(ロ）持分法適用の関連会社数 

11社 

 主要な会社名 ㈱東武スト

ア、蔵王ロープウェイ㈱、㈱伊

香保カントリー倶楽部、那須交

通㈱ 

(ロ）持分法適用の関連会社数 

11社 

 主要な会社名 ㈱東武スト

ア、蔵王ロープウェイ㈱、㈱伊

香保カントリー倶楽部、那須交

通㈱ 

 なお、従来持分法適用関連会

社でありました相馬総合開発㈱

は株式を売却したため、持分法

適用関連会社から除外いたしま

した。 

(ハ）持分法を適用していない非連

結子会社（㈱フルール・ド・パ

リほか）及び関連会社（㈱群馬

県バス・ハイヤー会館ほか）

は、それぞれ中間純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても

中間連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため、持分法

の適用範囲から除外しておりま

す。 

(ハ）    同左 (ハ）持分法を適用していない非連

結子会社（㈱フルール・ド・パ

リほか）及び関連会社（㈱群馬

県バス・ハイヤー会館ほか）

は、それぞれ当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても

連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しております。 

(ニ）持分法適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異な

る会社については、各社の中間

会計期間に係る中間財務諸表を

使用しております。 

(二）    同左 (ニ）持分法適用関連会社のうち、

決算日が連結決算日と異なる会

社については、各社の事業年度

に係る財務諸表を使用しており

ます。 

 



前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連結子会社の中間決算日が中間

連結決算日と異なる会社は75社で

あり、そのうち東武インターテッ

ク㈱、東武エンジニアリング㈱、

東武ステーションサービス㈱、日

光交通㈱、金龍自動車交通㈱、国

際十王交通㈱、桐生朝日自動車

㈱、朝日カーメンテナンス㈱、や

しお観光バス㈱、東野観光㈱、㈱

東野整備、東北急行バス㈱、東武

物流サービス㈱、嶋久運輸㈱、富

士通運㈱、㈱栃木ロジテム、㈱水

戸ロジテム、㈱群馬ロジテム、㈱

東海ロジテム、㈱東京ロジテム、

㈱埼玉ロジテム、松島ベイクルー

ズ㈱、東武興業㈱、谷川岳ロープ

ウェー㈱、奥日光開発㈱、城山カ

ントリー㈱、東武ランドシステム

㈱、東武トラベル㈱、㈱トラベル

サービス、㈱東武ブライダル、日

光国立公園観光㈱、池袋西口駐車

場㈱、日本パーキングビルサービ

ス㈱、東武不動産㈱、東武商事

㈱、東武電設工業㈱、㈱東武計画

設計センター、東日本総研㈱、㈱

東武計画技術センター、東武緑地

㈱、東洋浄化産業㈱、東武ファイ

ナンスマネジメント㈱、㈱東武保

険サービス、東武ビル管理㈱、㈱

東武コミュニケーションズ、西池

袋熱供給㈱、㈱ニッポンレンタカ

ー東武、㈱東武セレモニーの中間

決算日は６月末日、東武デリバリ

ー㈱、東武配送サービス㈱、㈱ホ

テル壮観、㈱ティー・アンド・シ

ー、㈱東武ブックス、東武イマリ

ン㈱の中間決算日は７月末日、東

野交通㈱、東武運輸㈱、㈱東武ス

ポーツ、東武食品サービス㈱、東

武土地建物㈱、㈱東武百貨店、㈱

総合パーキングサービス、㈱ニッ

テイ事業社、㈱ガンプス・インタ

ーナショナル、㈱東武友の会、㈱

東武セキュリティ、㈱東武カルチ

ュア、㈱コム・イースト、㈱東武

カードビジネス、㈱東武宇都宮百

貨店、㈱宇都宮パーキングサービ

ス、東栄産業㈱、東武建設㈱、 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連結子会社の中間決算日が中間

連結決算日と異なる会社は77社で

あり、そのうち東武インターテッ

ク㈱、東武エンジニアリング㈱、

東武ステーションサービス㈱、日

光交通㈱、金龍自動車交通㈱、国

際十王交通㈱、桐生朝日自動車

㈱、朝日カーメンテナンス㈱、や

しお観光バス㈱、東野観光㈱、㈱

東野整備、東北急行バス㈱、東武

物流サービス㈱、嶋久運輸㈱、富

士通運㈱、㈱栃木ロジテム、㈱水

戸ロジテム、㈱群馬ロジテム、㈱

東海ロジテム、㈱東京ロジテム、

㈱埼玉ロジテム、松島ベイクルー

ズ㈱、東武興業㈱、谷川岳ロープ

ウェー㈱、奥日光開発㈱、城山カ

ントリー㈱、東武ランドシステム

㈱、東武トラベル㈱、㈱トラベル

サービス、㈱東武ブライダル、池

袋西口駐車場㈱、日本パーキング

ビルサービス㈱、東武不動産㈱、

東武商事㈱、東武電設工業㈱、㈱

東武計画設計センター、東日本総

研㈱、㈱東武計画技術センター、

東武緑地㈱、㈱TOYO、東武シェア

ードサービス㈱、㈱東武保険サー

ビス、東武ビルマネジメント㈱、

㈱東武コミュニケーションズ、西

池袋熱供給㈱、㈱ニッポンレンタ

カー東武、㈱東武セレモニー、㈱

東武エネルギーマネジメントの中

間決算日は６月末日、東武デリバ

リー㈱、東武配送サービス㈱、東

武レジャー企画㈱、㈱ホテル壮

観、㈱ティー・アンド・シー、㈱

東武ブックス、東武イマリン㈱の

中間決算日は７月末日、東野交通

㈱、東武運輸㈱、東武ワールドス

クウェア㈱、㈱東武スポーツ、東

武食品サービス㈱、東武土地建物

㈱、㈱東武百貨店、㈱総合パーキ

ングサービス、㈱ニッテイ事業

社、㈱ガンプス・インターナショ

ナル、㈱東武友の会、㈱東武セキ

ュリティ、㈱東武カルチュア、㈱

コム・イースト、㈱東武カードビ

ジネス、㈱東武宇都宮百貨店、 

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連結子会社の決算日が連結決算

日と異なる会社は77社であり、そ

のうち東武インターテック㈱、東

武エンジニアリング㈱、東武ステ

ーションサービス㈱、日光交通

㈱、金龍自動車交通㈱、国際十王

交通㈱、桐生朝日自動車㈱、朝日

カーメンテナンス㈱、やしお観光

バス㈱、東野観光㈱、㈱東野整

備、東北急行バス㈱、東武物流サ

ービス㈱、嶋久運輸㈱、富士通運

㈱、㈱栃木ロジテム、㈱水戸ロジ

テム、㈱群馬ロジテム、㈱東海ロ

ジテム、㈱東京ロジテム、㈱埼玉

ロジテム、松島ベイクルーズ㈱、

東武興業㈱、谷川岳ロープウェー

㈱、奥日光開発㈱、城山カントリ

ー㈱、東武ランドシステム㈱、東

武トラベル㈱、㈱トラベルサービ

ス、㈱東武ブライダル、日光国立

公園観光㈱、池袋西口駐車場㈱、

日本パーキングビルサービス㈱、

東武不動産㈱、東武商事㈱、東武

電設工業㈱、㈱東武計画設計セン

ター、東日本総研㈱、㈱東武計画

技術センター、東武緑地㈱、東洋

浄化産業㈱、東武シェアードサー

ビス㈱、㈱東武保険サービス、東

武ビル管理㈱、㈱東武コミュニケ

ーションズ、西池袋熱供給㈱、㈱

ニッポンレンタカー東武、㈱東武

セレモニーの決算日は12月末日、

東武デリバリー㈱、東武配送サー

ビス㈱、東武レジャー企画㈱、㈱

ホテル壮観、㈱ティー・アンド・

シー、㈱東武ブックス、東武イマ

リン㈱の決算日は１月末日、東野

交通㈱、東武運輸㈱、東武ワール

ドスクウェア㈱、㈱東武スポー

ツ、東武食品サービス㈱、東武土

地建物㈱、㈱東武百貨店、㈱総合

パーキングサービス、㈱ニッテイ

事業社、㈱ガンプス・インターナ

ショナル、㈱東武友の会、㈱東武

セキュリティ、㈱東武カルチュ

ア、㈱コム・イースト、㈱東武カ

ードビジネス、㈱東武宇都宮百貨

店、㈱宇都宮パーキングサービ

ス、東栄産業㈱、東武建設㈱、 

 



前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

東武開発㈱、東武生コン運送㈱、

東武谷内田建設㈱の中間決算日は

８月末日でありますが、各社の中

間決算日に基づく中間財務諸表に

よっております。 

 ただし、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。 

㈱宇都宮パーキングサービス、東

栄産業㈱、東武建設㈱、東武開発

㈱、東武生コン運送㈱、東武谷内

田建設㈱の中間決算日は８月末日

でありますが、各社の中間決算日

に基づく中間財務諸表によってお

ります。 

 ただし、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。 

東武開発㈱、東武生コン運送㈱、

東武谷内田建設㈱の決算日は２月

末日でありますが、各社の決算日

に基づく財務諸表によっておりま

す。 

 ただし、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 

 また、東武レジャー企画㈱は決

算期変更で決算日が１月末日とな

り、当事業年度の月数が10箇月と

なっております。また、東武ワー

ルドスクウェア㈱は決算日が２月

末日となり、当事業年度の月数が

11箇月となっております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

イ 有価証券 

 満期保有目的の債券は、償

却原価法（定額法）により評

価しております。 

 また、その他有価証券は、

時価のあるものについては中

間決算期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は主として移動平均

法により算定）、時価のない

ものについては主として移動

平均法による原価法により評

価しております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

イ 有価証券 

 満期保有目的の債券は、償

却原価法（定額法）により評

価しております。 

 また、その他有価証券は、

時価のあるものについては中

間決算期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は主として移動

平均法により算定）、時価の

ないものについては主として

移動平均法による原価法によ

り評価しております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

イ 有価証券 

 満期保有目的の債券は、償

却原価法（定額法）により評

価しております。 

 また、その他有価証券は、

時価のあるものについては決

算期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は主として移動平均法に

より算定）、時価のないもの

については主として移動平均

法による原価法により評価し

ております。 

ロ デリバティブ取引により生

ずる債権及び債務 

 時価法によっております。 

 なお、金利スワップ及びキ

ャップ取引の特例処理をして

おります。 

ロ デリバティブ取引により生

ずる債権及び債務 

同左 

ロ デリバティブ取引により生

ずる債権及び債務 

同左 

 



前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

ハ たな卸資産 

 小売業商品は、主として売

価還元法による原価法により

評価しております。 

 分譲土地建物は、個別法に

よる原価法により評価してお

ります。 

 貯蔵品は、主として移動平

均法による原価法により評価

しております。 

ハ たな卸資産 

 小売業商品は、主として売

価還元法による原価法により

評価しております。 

 分譲土地建物は、個別法に

よる原価法により評価してお

ります。 

 貯蔵品は、主として移動平

均法による原価法により評価

しております。 

 なお、貸借対照表価額は、

収益性の低下に基づく簿価切

り下げの方法により算定して

おります。 

（会計方針の変更） 

 「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第

９号 平成18年７月５日）が

平成20年３月31日以前に開始

する連結会計年度に係る連結

財務諸表から適用できること

になったことに伴い、当中間

連結会計期間から同会計基準

を適用しております。 

 これにより営業利益、経常

利益はそれぞれ1,927百万円、

税金等調整前中間純利益は

7,874百万円減少しておりま

す。 

 なお、セグメントに与える

影響は、当該箇所に記載して

おります。 

ハ たな卸資産 

 小売業商品は、主として売

価還元法による原価法により

評価しております。 

 分譲土地建物は、個別法に

よる原価法により評価してお

ります。 

 貯蔵品は、主として移動平

均法による原価法により評価

しております。 

 



前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

イ 有形固定資産 

定額法及び定率法を採用し

ております。なお、有形固定

資産のうち取得価額にして約

73％は、定率法により償却し

ております。 

また、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。  

ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物（附属設備

を除く）については、定額法

を採用しております。  

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

イ 有形固定資産 

定額法及び定率法を採用し

ております。なお、有形固定

資産のうち取得価額にして約

74％は、定率法により償却し

ております。 

また、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。  

ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物（附属設備

を除く）については、定額法

を採用しております。  

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

イ 有形固定資産 

定額法及び定率法を採用し

ております。なお、有形固定

資産のうち取得価額にして約

74％は、定率法により償却し

ております。 

また、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。  

ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物（附属設備

を除く）については、定額法

を採用しております。  

ロ 無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

また、償却年数については

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。 

ただし、ソフトウェア（自

社利用分）については、社内

における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用し

ております。 

ロ 無形固定資産 

同左 

ロ 無形固定資産 

同左 

(3）繰延資産の処理方法 

連結子会社のうち１社の開発

費については旧商法施行規則の

規定する最長期間で毎期均等償

却しております。 

(3）繰延資産の処理方法 

連結子会社のうち１社の開発

費については、その効果の及ぶ

期間にわたって、合理的な方法

で規則的に償却しております。 

(3）繰延資産の処理方法 

連結子会社のうち１社の開発

費については旧商法施行規則の

規定する最長期間で毎期均等償

却しております。 

 



前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

(4）工事負担金等の圧縮記帳処理

方法 

 鉄道業における連続立体交差

等の高架化工事や踏切道路拡幅

工事等を行うに当たり、地方公

共団体等より工事費の一部とし

て工事負担金等を受けておりま

す。 

 これらの工事負担金等のう

ち、対象工事の完成により増収

が見込まれないもので、１億円

以上のものについては、工事完

成時に、工事負担金相当額を取

得原価から直接減額して計上し

ております。 

 なお、中間連結損益計算書に

おいては、工事負担金等受入額

を特別利益に計上するととも

に、固定資産の取得原価から直

接減額した額を固定資産圧縮損

として特別損失に計上しており

ます。 

(4）工事負担金等の圧縮記帳処理

方法 

同左 

(4）工事負担金等の圧縮記帳処理

方法 

 鉄道業における連続立体交差

等の高架化工事や踏切道路拡幅

工事等を行うに当たり、地方公

共団体等より工事費の一部とし

て工事負担金等を受けておりま

す。 

 これらの工事負担金等のう

ち、対象工事の完成により増収

が見込まれないもので、１億円

以上のものについては、工事完

成時に、工事負担金相当額を取

得原価から直接減額して計上し

ております。 

 なお、連結損益計算書におい

ては、工事負担金等受入額を特

別利益に計上するとともに、固

定資産の取得原価から直接減額

した額を固定資産圧縮損として

特別損失に計上しております。 

(5）重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

 貸付金及び売上債権等の貸

倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

(5）重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

同左  

(5）重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

同左 

ロ 賞与引当金 

 従業員賞与の支給に充てる

ため、支給見込額に基づき計

上しております。 

ロ 賞与引当金 

同左  

ロ 賞与引当金 

同左 

 



前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

ハ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。 

 会計基準変更時差異は、15

年による按分額を費用処理し

ております。 

 過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）

による定額法により費用処理

しております。 

 数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10

年～16年）による定額法によ

り、翌連結会計年度から費用

処理することとしておりま

す。 

ハ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。 

 会計基準変更時差異は、15

年による按分額を費用処理し

ております。 

 過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年～

15年）による定額法により費

用処理することとしておりま

す。 

 数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10

年～16年）による定額法によ

り、翌連結会計年度から費用

処理することとしておりま

す。 

ハ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、計上し

ております。 

 会計基準変更時差異は、15

年による按分額を費用処理し

ております。 

 過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年～

15年）による定額法により費

用処理しております。 

 数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10

年～16年）による定額法によ

り、翌連結会計年度から費用

処理することとしておりま

す。 

（会計方針の変更）  

 当中間連結会計期間より

「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正」（企業会計基準第

３号 平成17年３月16日）及び

「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第７号 

平成17年３月16日）を適用して

おります。これにより営業利

益、経常利益及び税金等調整前

中間純利益は103百万円増加して

おります。 

 なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。 

    ─────── （会計方針の変更）  

 当連結会計年度より「『退職

給付に係る会計基準』の一部改

正」（企業会計基準第３号 平

成17年３月16日）及び「『退職

給付に係る会計基準』の一部改

正に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第７号 平成17

年３月16日）を適用しておりま

す。これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利

益は206百万円増加しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。 

 



前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

    ───────     ─────── （追加情報）  

 当社において平成18年４月１

日付にて実施する退職金規程の

改訂を含めた退職給付制度の変

更にあたり、退職金の一部を精

算することといたしました。こ

の退職給付制度の変更に伴い、

退職金精算支払額2,405百万円か

ら当該精算に伴う退職給付債務

取崩額1,920百万円を控除し、数

理計算上の差異償却額331百万円

及び会計基準変更時差異償却額

491百万円を加えた1,308百万円

を特別損失に計上いたしまし

た。これにより、税金等調整前

当期純利益は同額減少しており

ます。 

(6）特別法上の準備金の計上基準 

 特定都市鉄道整備準備金は、

特定都市鉄道整備促進特別措置

法第８条の規定により計上及び

取崩しております。 

 なお、特定都市鉄道整備準備

金のうち7,037百万円について

は、一年内に使用されると認め

られるものであります。 

(6）特別法上の準備金の計上基準 

同左 

  

(6）特別法上の準備金の計上基準 

同左 

  

(7）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

(7）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(7）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 



前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

(8）重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

  金利スワップ取引及びキャ

ップ取引 

 特例処理によっております。 

(8）重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

  金利スワップ取引及びキャ

ップ取引 

同左 

(8）重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

  金利スワップ取引及びキャ

ップ取引 

同左 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  手段 対象 

金利

関連 

金利スワ

ップ取引

及びキャ

ップ取引 

変動金利

による借

入金 

  手段 対象 

  同左   

  手段 対象 

  同左 

ハ ヘッジ方針 

 将来の支払利息に係る金利

変動リスクをヘッジすること

を目的としており、投機的な

取引は行わない方針でありま

す。 

ハ ヘッジ方針 

同左 

ハ ヘッジ方針 

同左 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップ取引及びキャ

ップ取引 

 特例処理要件を充足するこ

とをもって有効性の判定を行

っております。 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップ取引及びキャ

ップ取引 

同左 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップ取引及びキャ

ップ取引 

同左 

ホ リスク管理体制 

 取引実施部署において厳正

な管理を行い、内部牽制機能

が有効に作用する体制をとっ

ております。 

ホ リスク管理体制 

同左 

ホ リスク管理体制 

同左 

(9）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 

(9）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(9）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

箇月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 



（会計方針の変更） 

前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「固

定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。

これにより、税金等調整前中間純

利益は14,981百万円減少しており

ます。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づき各資産の金額から直接

控除しております。 

 ────── 

──────   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

 する会計基準） 

 「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）に従い、

当中間連結会計期間より当該会計

基準を適用しております。 

 従来の資本の部に相当する金額

は155,877百万円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の

改正により、当中間連結会計期間

における中間連結貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成し

ております。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これによ

り、税金等調整前当期純利益は

15,010百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に

基づき各資産の金額から直接控除

しております。 

  

 ────── 



（表示方法の変更） 

前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

（中間連結貸借対照表） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）により、証券取引法第２条第２項におい

て、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への

出資を有価証券とみなすこととされたことに伴い、

「その他の投資その他の資産」に含めていた匿名組合

出資金を前連結会計年度より「投資有価証券」に含め

て表示しております。 

 なお、前中間連結会計期間における「その他の投資

その他の資産」に含まれている当該出資金及び当中間

連結会計期間の「投資有価証券」に含まれている当該

出資金の額はともに5,487百万円であります。  

（中間連結貸借対照表） 

 中間連結財務諸表規則の改正により、前中間連結会

計期間において、固定負債に「連結調整勘定」として

区分掲記されていたものは、当中間連結会計期間よ

り、「負ののれん」として表示しております。 

（中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間において特別利益「その他」に

含めて表示していた「貸倒引当金戻入額」（前中間連

結会計期間155百万円）は、特別利益の100分の10を超

えたため、当中間連結会計期間においては区分掲記し

ております。 

────── 

────── 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 中間連結財務諸表規則の改正により、前中間連結会

計期間において、営業活動によるキャッシュ・フロー

に「連結調整勘定償却額」として区分掲記されていた

ものは、当中間連結会計期間より、「負ののれん償却

額」として表示しております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
平成17年９月30日 

当中間連結会計期間末 
平成18年９月30日 

前連結会計年度末 
平成18年３月31日 

１．受取手形割引高 204百万円 １．受取手形割引高   － 百万円 １．受取手形割引高   1,336百万円

２．受取手形裏書譲渡高 2百万円 ２．受取手形裏書譲渡高 － 百万円 ２．受取手形裏書譲渡高   －百万円

３．有形固定資産減価償却累計額 

708,348百万円 

３．有形固定資産減価償却累計額 

       741,909百万円 

３．有形固定資産減価償却累計額 

      723,704 百万円 

４．偶発債務 

連結子会社以外の会社等の銀行等借入金

に対し債務保証を行っております。 

４．偶発債務 

連結子会社以外の会社等の銀行等借入金

に対し債務保証を行っております。 

４．偶発債務 

連結子会社以外の会社等の銀行等借入金

に対し債務保証を行っております。 

埼玉県住宅供給公社 3,901百万円

野田市清水公園駅東

土地区画整理組合 
2,496百万円

滑川町月輪土地区画

整理組合 
1,954百万円

渡良瀬遊水地アクリ

メーション振興財団 
1,302百万円

宅地ローン 684百万円

その他（２件） 90百万円

計 10,429百万円

埼玉県住宅供給公社   3,726百万円

宅地ローン    1,579百万円

渡良瀬遊水地アクリ

メーション振興財団 
   1,286百万円

滑川町月輪土地区画

整理組合 
     650百万円

押上・業平橋駅周辺

土地区画整理組合 
   60百万円

その他   231百万円

計 7,536百万円

埼玉県住宅供給公社    3,814百万円

野田市清水公園駅東

土地区画整理組合 
   1,846百万円

宅地ローン    1,474百万円

渡良瀬遊水地アクリ

メーション振興財団 
   1,408百万円

滑川町月輪土地区画

整理組合 
   717百万円

その他   168百万円

計 9,428百万円

５．担保提供資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。 

５．担保提供資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。 

５．担保提供資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであ

ります。 

有価証券 81百万円

投資有価証券 228百万円

建物及び構築物 338,066百万円

機械装置及び運搬具 61,247百万円

土地 291,731百万円

その他の有形固定資産 4,601百万円

その他の投資その他の資産 23百万円

計 695,980百万円

有価証券 － 百万円

投資有価証券 228百万円

建物及び構築物 335,081百万円

機械装置及び運搬具   66,009百万円

土地 286,512百万円

その他の有形固定資産 5,090百万円

その他の投資その他の資産 23百万円

計 692,944百万円

有価証券 － 百万円

投資有価証券 228百万円

建物及び構築物 339,413百万円

機械装置及び運搬具  66,119百万円

土地 288,896百万円

その他の有形固定資産 5,210百万円

その他の投資その他の資産 20百万円

計 702,889百万円

 なお、建物及び構築物、機械装置及び運

搬具、土地及びその他の有形固定資産には

鉄道財団674,511百万円を含んでおりま

す。 

 なお、建物及び構築物、機械装置及び運

搬具、土地及びその他の有形固定資産には

鉄道財団672,403百万円を含んでおりま

す。 

 なお、建物及び構築物、機械装置及び運

搬具、土地及びその他の有形固定資産には

鉄道財団681,980百万円を含んでおりま

す。 

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 13,248百万円

長期借入金 55,267百万円

（内一年内返済額） 9,993百万円

鉄道・運輸機構長期未払

金 
105,279百万円

（内一年内返済額） 7,389百万円

計 173,795百万円

短期借入金 13,657百万円

長期借入金  45,947百万円

（内一年内返済額） 9,178百万円

鉄道・運輸機構長期未払

金 
  97,847百万円

（内一年内返済額） 7,627百万円

計  157,451百万円

短期借入金 13,505百万円

長期借入金 50,489百万円

（内一年内返済額） 9,733百万円

鉄道・運輸機構長期未払

金 
101,607百万円

（内一年内返済額） 7,475百万円

計  165,602百万円

 



前中間連結会計期間末 
平成17年９月30日 

当中間連結会計期間末 
平成18年９月30日 

前連結会計年度末 
平成18年３月31日 

６．純資産額及び利益の維持に係る財務制限

条項 

６．純資産額及び利益の維持に係る財務制限

条項 

６．純資産額及び利益の維持に係る財務制限

条項 

  当社における借入金のうち99,892百万円

については、各年度の決算期における連結

及び単体の貸借対照表における資本の部の

金額を前年同期比または直前の中間期末比

75％以上に維持することを確約しておりま

す。なお、このうち60,000百万円について

は、各年度の中間期においても同様に連結

及び単体の貸借対照表における資本の部の

金額を前年同期比または前期末対比75％以

上に維持することを確約しております。 

 あわせて、上記借入金99,892百万円のう

ち77,052百万円については、各年度の決算

期または中間期及び決算期における連結及

び単体の損益計算書に示される当期損益が

２期連続して損失とならないようにするこ

とを確約しております。 

 また、当社が発行している社債のうち

30,000百万円については、各年度の決算期

における単体の損益計算書に示される経常

損益が２期または３期連続して損失となっ

た場合、当該債務について期限の利益を喪

失することもあります。 

  当社における借入金のうち125,160百万

円については、各年度の決算期における連

結及び単体の貸借対照表における純資産ま

たは旧資本の部の金額を前年同期比または

直前の中間期末比75％以上に維持すること

を確約しております。なお、このうち

60,000百万円については、各年度の中間期

においても同様に連結及び単体の貸借対照

表における旧資本の部の金額を前年同期比

または前期末対比75％以上に維持すること

を確約しております。 

 あわせて、上記借入金125,160百万円の

うち88,320百万円については、各年度の決

算期または中間期及び決算期における連結

及び単体の損益計算書に示される当期純損

益が２期連続して損失とならないようにす

ることを確約しております。 

 また、当社が発行している社債のうち

30,000百万円については、各年度の決算期

における単体の損益計算書に示される経常

損益が２期連続して損失となった場合、当

該債務について期限の利益を喪失すること

もあります。 

  当社における借入金のうち104,645百万

円については、各年度の決算期における連

結及び単体の貸借対照表における資本の部

の金額を前年同期比または直前の中間期末

比75％以上に維持することを確約しており

ます。なお、このうち60,000百万円につい

ては、各年度の中間期においても同様に連

結及び単体の貸借対照表における資本の部

の金額を前年同期比または前期末対比75％

以上に維持することを確約しております。 

 あわせて、上記借入金104,645百万円の

うち89,905百万円については、各年度の決

算期または中間期及び決算期における連結

及び単体の損益計算書に示される当期純損

益が２期連続して損失とならないようにす

ることを確約しております。 

 また、当社が発行している社債のうち

40,000百万円については、各年度の決算期

における単体の損益計算書に示される経常

損益が２期または３期連続して損失となっ

た場合、当該債務について期限の利益を喪

失することもあります。 

７．貸出コミットメント ７．貸出コミットメント ７．貸出コミットメント 

  当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行７行と貸出コミットメント

契約を締結しております。 

 なお、当中間連結会計期間末における貸

出コミットメントに係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

  当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行７行と貸出コミットメント

契約を締結しております。 

 なお、当中間連結会計期間末における貸

出コミットメントに係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

  当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行７行と貸出コミットメント

契約を締結しております。 

 なお、当連結会計年度末における貸出コ

ミットメントに係る借入未実行残高等は次

のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 70,000百万円

借入実行残高 16,500百万円

差引額 53,500百万円

貸出コミットメントの総額   70,000百万円

借入実行残高   30,500百万円

差引額   39,500百万円

貸出コミットメントの総額   70,000百万円

借入実行残高    8,400百万円

差引額   61,600百万円

８．事業用固定資産の取得原価から控除した

工事負担金等 

195,829百万円 

８．事業用固定資産の取得原価から控除した

工事負担金等 

       200,358百万円 

８．事業用固定資産の取得原価から控除した

工事負担金等 

       197,822百万円 

９．当社の発行済株式総数 ９．     ─────── ９．当社の発行済株式総数 

普通株式 858,672千株  普通株式    858,672千株

10．連結会社、持分法を適用した関連会社が

保有する自己株式の数 

10．     ─────── 10．連結会社、持分法を適用した関連会社が

保有する自己株式の数 

普通株式 1,461千株  普通株式      1,737千株

11．投資有価証券のうち、46,462百万円につ

いては有価証券消費貸借契約により貸付を

行っております。 

11．投資有価証券のうち、40,986百万円につ

いては有価証券消費貸借契約により貸付を

行っております。 

11．投資有価証券のうち、51,978百万円につ

いては有価証券消費貸借契約により貸付を

行っております。 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

１．販売費及び一般管理費の主な内訳は、次

のとおりであります。 

１．販売費及び一般管理費の主な内訳は、次

のとおりであります。 

１．販売費及び一般管理費の主な内訳は、次

のとおりであります。 

人件費 25,443百万円

経費 29,372百万円

諸税 1,887百万円

減価償却費 6,515百万円

人件費 25,662百万円

経費 28,650百万円

諸税 1,748百万円

減価償却費 6,345百万円

人件費 54,698百万円

経費 57,501百万円

諸税 3,612百万円

減価償却費 13,101百万円

２．区分掲記されたもの以外の引当金繰入額

は、次のとおりであります。 

２．区分掲記されたもの以外の引当金繰入額

は、次のとおりであります。 

２．区分掲記されたもの以外の引当金繰入額

は、次のとおりであります。 

貸倒引当金繰入額 68百万円

賞与引当金繰入額 2,963百万円

退職給付費用 

（退職給付引当金繰入額） 
1,523百万円

貸倒引当金繰入額 32百万円

賞与引当金繰入額  2,672百万円

退職給付費用 

（退職給付引当金繰入額）
1,144百万円

貸倒引当金繰入額 172百万円

賞与引当金繰入額  2,247百万円

退職給付費用 

（退職給付引当金繰入額） 
3,032百万円

３．     ─────── ３．売上原価に含まれるたな卸資産評価損

は、1,927百万円であります。 

３．     ─────── 

４．固定資産売却益の主な内訳は次のとおり

であります。 

４．固定資産売却益の主な内訳は次のとおり

であります。 

４．固定資産売却益の主な内訳は次のとおり

であります。 

建物及び構築物 12,620百万円

土地 3,625百万円

土地 229百万円

建物及び構築物 201百万円

建物及び構築物     12,620百万円

土地 4,594百万円

 なお、建物及び構築物には柏駅ビル商業

施設部分に係る信託受益権売却益11,762百

万円が含まれております。 

    ───────  なお、建物及び構築物には柏駅ビル商業

施設部分に係る信託受益権売却11,762百万

円が含まれております。 

５．固定資産売却損の主な内訳は次のとおり

であります。 

５．固定資産売却損の主な内訳は次のとおり

であります。 

５．固定資産売却損の主な内訳は次のとおり

であります。 

土地 403百万円

建物及び構築物 126百万円

建物及び構築物  206百万円

土地 136百万円

土地 928百万円

建物及び構築物 128百万円

 なお、連結会社間における施設等の売買

により発生した損失は未実現損失として消

去を行わず、固定資産売却損として表示し

ております。 

 なお、連結会社間における施設等の売買

により発生した損失は未実現損失として消

去を行わず、固定資産売却損として表示し

ております。 

 なお、連結会社間における施設等の売買

により発生した損失は未実現損失として消

去を行わず、固定資産売却損として表示し

ております。 

６．固定資産除却損の主なものは、賃貸用店

舗等の除却に伴うものであります。 

６．固定資産除却損の主なものは、店舗改修

等の除却であります。 

６．固定資産除却損の主なものは、駅ビルや

店舗改修等の除却であります。 

７．固定資産圧縮損の主な内訳は次のとおり

であります。 

７．固定資産圧縮損の主な内訳は次のとおり

であります。 

７．固定資産圧縮損の主な内訳は次のとおり

であります。 

常磐新線建設に伴う北千住

駅改良工事 
833百万円

鹿沼第３陸橋改修工事 456百万円

羽生駅橋上化工事  1,706百万円

姫宮～東武動物公園間架道

橋新設工事 
   600百万円

森林公園～小川町間複線化

工事 
   123百万円

伊勢崎線第158号踏切道改

良工事 
   106百万円

春日部～北春日部間古隅田

川橋梁改修工事 

1,101百万円

常磐新線建設に伴う北千住

駅改良工事 
 833百万円

霞ヶ関北口開設に伴う駅舎

改築工事 
 790百万円

鹿沼第３陸橋改修工事  456百万円

 



前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

８．当社グループは、当中間連結会計期間に

おいて以下のとおり減損損失を計上いたし

ました。 

８．当社グループは、当中間連結会計期間に

おいて以下のとおり減損損失を計上いたし

ました。 

８．当社グループは、当連結会計年度におい

て以下のとおり減損損失を計上いたしまし

た。 

イ 減損損失を認識した主な資産 

用途  種類  場所 

ホテル施設 土地、建物 

ほか 

宮城県松島町

ほか 

ゴルフ場施設土地、建物 

ほか 

栃木県壬生町

ほか 

賃貸施設 土地、建物 

ほか 

豊島区西池袋

ほか 

遊休資産 土地、建物 

ほか 

埼玉県宮代町

ほか 

イ 減損損失を認識した主な資産 

用途  種類  場所 

賃貸施設 土地、建物

ほか 

栃木県宇都宮

市ほか 

遊休資産 土地、建物

ほか 

埼玉県東松山

市ほか 

イ 減損損失を認識した主な資産 

用途  種類  場所 

ホテル施設 土地、建物 

ほか 

宮城県松島町

ほか 

ゴルフ場施設土地、建物 

ほか 

栃木県壬生町

ほか 

賃貸施設 土地、建物 

ほか 

豊島区西池袋

ほか 

遊休資産 土地、建物 

ほか 

埼玉県宮代町

ほか 

ロ 資産のグルーピングの方法 

  管理会計上の事業毎又は物件・施

設毎に資産のグルーピングを行って

おります。 

ロ 資産のグルーピングの方法 

  管理会計上の事業毎又は物件・施

設毎に資産のグルーピングを行って

おります。 

ロ 資産のグルーピングの方法 

  管理会計上の事業毎又は物件・施

設毎に資産のグルーピングを行って

おります。 

ハ 減損損失を認識するに至った経緯 

  利用客の減少等により当初想定し

ていた営業損益が見込めなくなった

ことや継続的な地価の下落などによ

り減損損失を認識しております。 

ハ 減損損失を認識するに至った経緯 

  利用客の減少等により当初想定し

ていた営業損益が見込めなくなった

ことや継続的な地価の下落などによ

り減損損失を認識しております。 

ハ 減損損失を認識するに至った経緯 

  利用客の減少等により当初想定し

ていた営業損益が見込めなくなった

ことや継続的な地価の下落などによ

り減損損失を認識しております。 

ニ 減損損失の内訳 

土地 9,501百万円

建物及び構築物 5,372百万円

その他有形固定資産 107百万円

 計 14,981百万円

ニ 減損損失の内訳 

土地    428百万円

建物及び構築物    249百万円

 計    677百万円

ニ 減損損失の内訳 

土地 9,529百万円

建物及び構築物 5,372百万円

その他有形固定資産 107百万円

 計 15,010百万円

ホ 回収可能価額の算定方法 

  回収可能価額は正味売却価額及び

使用価値により測定しております。

正味売却価額は、不動産鑑定評価基

準に基づく鑑定評価額もしくは固定

資産税評価額に合理的な調整を行っ

て算出した金額を使用しておりま

す。また、使用価値については、将

来キャッシュフローを4.0％で割り引

いて算出しております。 

ホ 回収可能価額の算定方法 

  回収可能価額は正味売却価額及び

使用価値により測定しております。

正味売却価額は、不動産鑑定評価基

準に基づく鑑定評価額もしくは固定

資産税評価額に合理的な調整を行っ

て算出した金額を使用しておりま

す。また、使用価値については、将

来キャッシュフローを4.0％で割り引

いて算出しております。 

ホ 回収可能価額の算定方法 

  回収可能価額は正味売却価額及び

使用価値により測定しております。

正味売却価額は、不動産鑑定評価基

準に基づく鑑定評価額もしくは固定

資産税評価額に合理的な調整を行っ

て算出した金額を使用しておりま

す。また、使用価値については、将

来キャッシュフローを4.0％で割り引

いて算出しております。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加277,451株は、単元未満株式の買取りによるものであり、株式数の 

    減少109,667株は単元未満株式の買増請求等によるものであります。 

  

     ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるも

の 

 
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 858,672,607 － － 858,672,607 

合計 858,672,607 － － 858,672,607 

自己株式     

普通株式 1,737,833 277,451 109,667 1,905,617 

合計 1,737,833 277,451 109,667 1,905,617 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
 配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
 普通株式 2,142 2.5 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
 １株当たり 
 配当額（円)

基準日 効力発生日 

平成18年11月15日 

取締役会 
 普通株式 2,141 利益剰余金 2.5 平成18年９月30日 平成18年12月８日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

次へ 

前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 29,274百万円

有価証券勘定 2,814百万円

 計 32,089百万円

   

預入期間が３箇月を超え

る定期預金 
△824百万円

償還期間が３箇月を超え

る債券等 
△2,814百万円

現金及び現金同等物 28,450百万円

現金及び預金勘定 28,582百万円

有価証券勘定 201百万円

 計 28,784百万円

   

預入期間が３箇月を超え

る定期預金 
△750百万円

償還期間が３箇月を超え

る債券等 
△201百万円

現金及び現金同等物 27,831百万円

現金及び預金勘定  28,931百万円

有価証券勘定 3,602百万円

 計 32,533百万円

   

預入期間が３箇月を超え

る定期預金 
△704百万円

償還期間が３箇月を超え

る債券等 
△3,602百万円

現金及び現金同等物 28,226百万円



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

（借主側） （借主側） （借主側） 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間 
期末残高
相当額 
(百万円) 

建物及び構
築物 

8,846 6,516 2,330 

機械装置及
び運搬具 

4,185 2,254 1,930 

その他 5,725 2,750 2,974 

合計 18,758 11,522 7,236 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間 
期末残高
相当額 
(百万円)

建物及び構
築物 

8,846 6,923 1,922

機械装置及
び運搬具 

4,465 2,381 2,084

その他 5,274 2,997 2,277

合計 18,586 12,302 6,284

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

建物及び構
築物 

8,846 6,720 2,126

機械装置及
び運搬具 

4,617 2,291 2,325

その他 5,408 2,802 2,605

合計 18,872 11,814 7,058

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法によって

おります。 

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法によって

おります。 

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法によっておりま

す。 

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 2,164百万円

１年超 5,072百万円

合計 7,236百万円

１年内      2,062百万円

１年超     4,221百万円

合計      6,284百万円

１年内      2,006百万円

１年超      5,051百万円

合計      7,058百万円

 （注） 未経過リース料中間期末残高相当

額は未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利

子込み法によっております。 

 （注） 未経過リース料中間期末残高相当

額は未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利

子込み法によっております。 

 （注） 未経過リース料期末残高相当額は

未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法によ

っております。 

③ 支払リース料、減価償却費相当額 ③ 支払リース料、減価償却費相当額 ③ 支払リース料、減価償却費相当額 

支払リース料 1,462百万円

減価償却費相当額 1,462百万円

支払リース料   1,203百万円

減価償却費相当額    1,203百万円

支払リース料    2,152百万円

減価償却費相当額    2,152百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

（借主側） （借主側） （借主側） 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 9,878百万円

１年超 23,213百万円

合計 33,091百万円

１年内      6,351百万円

１年超   16,911百万円

合計      23,262百万円

１年内      9,860百万円

１年超      18,285百万円

合計       28,146百万円



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成17年９月30日現在） 

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成17年９月30日現在） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額（平成17年９月30日現在） 

  
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

（時価が中間連結貸借対照表計上額

を超えるもの） 
      

① 国債・地方債等 6,247 6,320 73 

② 社債 400 414 14 

③ その他 699 711 12 

小計 7,346 7,447 100 

（時価が中間連結貸借対照表計上額

を超えないもの） 
      

① 国債・地方債等 178 177 △1 

小計 178 177 △1 

合計 7,525 7,624 99 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

（中間連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの） 
      

① 株式 21,600 83,496 61,896 

② その他 443 513 70 

小計 22,044 84,010 61,966 

（中間連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの） 
      

① 株式 321 245 △75 

② その他 324 310 △13 

小計 645 556 △89 

合計 22,689 84,566 61,876 

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式等 12,069 

匿名組合出資金 5,487 



当中間連結会計期間末 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成18年９月30日現在） 

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年９月30日現在） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額（平成18年９月30日現在） 

  
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

（時価が中間連結貸借対照表計上額

を超えるもの） 
      

① 国債・地方債等 2,069 2,092 22 

② 社債 200 206 6 

③ その他 299 303 4 

小計 2,569 2,602 33 

（時価が中間連結貸借対照表計上額

を超えないもの） 
      

① 国債・地方債等 3,142 3,114 △27 

小計 3,142 3,114 △27 

合計 5,711 5,717 5 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

（中間連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの） 
      

① 株式 22,755 93,768 71,012 

② その他 432 591 158 

小計 23,188 94,359 71,171 

（中間連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの） 
      

① 株式 2,243 2,040 △203 

② その他 340 324 △15 

小計 2,583 2,364 △219 

合計 25,771 96,723 70,951 

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式等 9,385 

匿名組合出資金 5,487 



前連結会計年度末 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成18年３月31日現在） 

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日現在） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年３月31日現在） 

  
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

（時価が連結貸借対照表計上額を超

えるもの） 
      

① 国債・地方債等 3,406 3,415 9 

② 社債 400 408 8 

③ その他 399 406 6 

小計 4,206 4,230 24 

（時価が連結貸借対照表計上額を超

えないもの） 
      

① 国債・地方債等 2,937 2,899 △37 

小計 2,937 2,899 △37 

合計 7,143 7,130 △12 

  取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

（連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの） 
      

① 株式 23,292 111,890 88,597 

② その他 447 643 196 

小計 23,739 112,533 88,793 

（連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの） 
      

① 株式 184 131 △53 

② その他 331 316 △14 

小計 516 447 △68 

合計 24,256 112,981 88,725 

内容 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式等 10,023 

匿名組合出資金 5,487 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

 当社及び連結子会社が行っているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計が適用されているため、注記の対象

から除いております。 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

 当社及び連結子会社が行っているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計が適用されているため、注記の対象

から除いております。 

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

 当社及び連結子会社が行っているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計が適用されているため、注記の対象

から除いております。 

（ストック・オプション等関係） 

該当事項はありません。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 （注）１．事業区分の方法 

日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分してお

ります。 

項目 

前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日 

運輸事業 
（百万円） 

レジャー事業 
（百万円） 

不動産事業 
（百万円） 

流通事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

営業収益                 

(1）外部顧客に対する

営業収益 
105,597 42,398 26,827 121,470 24,893 321,187 － 321,187 

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
1,752 1,844 5,833 1,113 12,161 22,704 (22,704) － 

計 107,350 44,242 32,660 122,583 37,055 343,892 (22,704) 321,187 

営業費用 91,407 43,931 26,290 121,375 35,810 318,815 (22,171) 296,644 

営業損益 15,942 311 6,369 1,208 1,244 25,076 (533) 24,543 

項目 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日 

運輸事業 
（百万円） 

レジャー事業 
（百万円） 

不動産事業 
（百万円） 

流通事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

営業収益                 

(1）外部顧客に対する

営業収益 
106,351 41,486 27,528 120,432 27,514 323,313 － 323,313 

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
1,917 2,171 5,955 1,000 10,550 21,595 (21,595) － 

計 108,269 43,658 33,483 121,432 38,065 344,908 (21,595) 323,313 

営業費用 91,590 43,468 30,922 119,326 36,491 321,799 (21,461) 300,338 

営業損益 16,678 189 2,561 2,106 1,573 23,109 (133) 22,975 

項目 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日 

運輸事業 
（百万円） 

レジャー事業 
（百万円） 

不動産事業 
（百万円） 

流通事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

営業収益                 

(1）外部顧客に対する

営業収益 
208,523 84,791 53,958 251,144 47,943 646,361 － 646,361 

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
3,746 3,983 12,006 2,084 28,090 49,912 (49,912) － 

計 212,269 88,775 65,965 253,229 76,033 696,274 (49,912) 646,361 

営業費用 183,731 87,453 55,486 247,991 72,527 647,190 (48,536) 598,654 

営業損益 28,538 1,322 10,478 5,237 3,506 49,083 (1,375) 47,707 



２．各事業区分の主要な事業内容 

運輸事業───────鉄道、バス、タクシー等の営業を行っております。 

レジャー事業─────遊園地、ホテル、飲食業等を行っております。 

不動産事業──────土地及び建物の賃貸・分譲を行っております。 

流通事業───────駅売店、百貨店業等を行っております。 

その他事業──────建設コンサルタント、電気工事、生コン製造販売等を行っております。 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

４．会計処理基準等の変更 

（前中間連結会計期間） 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計方針の変更」に記載のとおり、当中間連

結会計期間より「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第３号 平成17年３月16日）及び

「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第７号 平成17年３月

16日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当中間連結会計期間の営

業費用は、レジャー事業が25百万円、流通事業が77百万円減少し、営業利益が同額増加しております。 

（当中間連結会計期間） 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計方針の変更」に記載のとおり、当中間連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が平成20年

３月31日以前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、当中間連

結会計期間から同会計基準を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当中

間連結会計期間の営業費用は、不動産事業が2,021百万円、流通事業が68百万円、消去又は全社の161百万円の

影響により連結で1,927百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

（前連結会計年度） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年

度より「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第３号 平成17年３月16日）及び「『退職

給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第７号 平成17年３月16日）を

適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は、レ

ジャー事業が50百万円、流通事業が155百万円減少し、営業利益が同額増加しております。 

【所在地別セグメント情報】 

 前連結会計年度及び前中間連結会計期間並びに当中間連結会計期間については、本国以外の国、又は地域に所

在する連結子会社及び重要な在外支店がないため記載しておりません。 

【海外売上高】 

 前連結会計年度及び前中間連結会計期間並びに当中間連結会計期間については、海外売上高はないため記載し

ておりません。 



（１株当たり情報） 

 （注）１． １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。 

    ２． １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

１株当たり純資産額 155円45銭  181円94銭    184円59銭 

１株当たり中間（当期）純利益金額 17円45銭   12円74銭   31円33銭 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 
17円45銭   12円44銭   31円33銭 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（百万円） 14,962 10,919 26,873 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 16 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (16) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
14,962 10,919 26,857 

期中平均株式数（千株） 857,260 856,870 857,161 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（千株） 27 20,973 25 

（うち新株予約権） (27) (－) (25) 

（うち転換社債型新株予約権付社債） (－) (20,973) (－) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

──── ──── ──── 

 
前中間連結会計期間末 
平成17年９月30日 

当中間連結会計期間末 
平成18年９月30日 

前連結会計年度末 
 平成18年３月31日 

 純資産の部の合計額（百万円） － 161,156 － 

 純資産の部の合計額から控除する金  

 額（百万円） 
－ 5,279 － 

   （うち少数株主持分） (－) (5,279) (－) 

 普通株式に係る中間期末（期末） 

 純資産額（百万円） 
－ 155,877 － 

 1株当たり純資産の算定に用いられた普 

 通株式の数（千株） 
－ 856,766 － 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 当社は、平成17年10月26日開催の取締役会において、当社が主に賃貸用固定資産として所有する土地及び建物に

ついて、資産管理効率の向上を図るため、福島県南会津郡舘岩村へ寄付することを決議し、平成17年11月30日に実

行いたしました。 

 これに伴い、平成18年３月期において、1,383百万円を特別損失に計上いたします。 

 寄付した資産の内容 

  所 在 地：福島県南会津郡舘岩村 

  面    積：土地 1,335,617㎡  建物 延12,687㎡ 

  帳簿価額：土地 711百万円  建物 671百万円 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 当社は、平成18年11月15日開催の取締役会において、経営効率の向上を図るため、資産所有の一元化を含む当社

グループのゴルフ事業の再編の実施を決定しました。これに伴い将来計画の見直しを行ったところ、平成19年3月

期において、再編による資産の売却見込み額に基づき、4,147百万円を減損損失として特別損失に計上する予定で

す。 

  

 減損損失の内訳 

 土地        2,154百万円 

 建物及び構築物   1,993百万円 

 前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 平成18年５月23日開催の当社取締役会において、2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決

議し、平成18年６月12日に発行いたしました。その概要は次のとおりであります。 

１ 発行価額 

本社債の額面金額の100％（各本社債の額面金額 1,000万円） 

２ 発行価格（募集価格） 

本社債の額面金額の102.5％ 

３ 発行価額の総額 

500億円と代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額との合計額 

４ 利率 

本社債には利息は付さない。 

５ 償還期限 

2016年３月31日 

６ 本新株予約権に関する事項 

(1）本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

イ 種類 

当社普通株式 

ロ 数 

 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額

を下記(3）記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金に

よる調整は行わない。本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、当社は会社法に定める

単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。 

(2）本新株予約権の総数 

5,000個と代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数との合計数 



(3）本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 

イ 各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と

同額とする。 

ロ 転換価額は、当初、725円とする。 

ハ 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式

を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記

の算式において「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社が保有するものを除く。）の総数をいう。

 また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含む。）の発行が行われる場合その

他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

(4）本新株予約権の行使期間 

2006年６月26日から2016年３月17日まで（行使請求受付場所現地時間）とする。 

(5）本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

(6）本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定め

るところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じ

る場合はその端数を切り上げた額とする。 

７ 発行年月日 

  2006年６月12日 

８ 資金の使途 

 主に、業平橋・押上地区再開発の資金需要に備えた財務体質強化のための有利子負債の返済、及び鉄道事業に

おけるＩＣカード導入に伴う施設整備や車両増備、更新等の競争力・収益力強化のための設備投資に充当する。

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

    
既発行株式数＋

発行又は処分株式数×１株当たりの払込金額 

調整後転換価額 ＝調整前転換価額 ×
時 価 

既発行株式数＋発行又は処分株式数 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
平成17年９月30日 

当中間会計期間末 
平成18年９月30日 

前事業年度の要約貸借対照表 
平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

現金及び預金   4,330   3,528 4,944   

未収運賃   2,563   2,554 2,587   

未収金   7,802   21,376 7,781   

短期貸付金   7,604   3,335 7,660   

有価証券 (注２) 413   ― 1,000   

たな卸資産   68,141   56,163 66,859   

繰延税金資産   23,236   22,945 20,579   

その他   7,512   5,032 6,632   

貸倒引当金   △5,090   △2,862 △5,078   

流動資産計     116,515 8.6 112,074 8.4   112,968 8.2

Ⅱ 固定資産           

鉄道事業固定資産 
(注１) 
(注２) 
(注４) 

694,086   692,612 701,433   

開発事業固定資産 
(注１) 
(注４) 

235,335   225,315 231,959   

各事業関連固定資
産 

(注１) 
(注２) 

11,024   11,389 11,270   

建設仮勘定   21,304   24,893 26,313   

投資その他の資産   272,554   268,256 293,896   

投資有価証券 
(注２)
(注９) 

227,956   233,147 244,096   

長期貸付金   2,106   1,730 1,733   

その他   45,009   38,725 50,501   

貸倒引当金   △2,518   △5,347 △2,435   

固定資産計     1,234,305 91.4 1,222,466 91.6   1,264,872 91.8

資産合計     1,350,820 100.0 1,334,541 100.0   1,377,840 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 
平成17年９月30日 

当中間会計期間末 
平成18年９月30日 

前事業年度の要約貸借対照表 
平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

短期借入金 
(注２) 
(注３) 
(注10) 

162,334   193,228 159,066   

一年内に償還する
社債 

(注３) 40,000   40,000 40,000   

未払金 (注２) 25,821   28,278 44,582   

未払法人税等   13,953   4,898 18,860   

預り連絡運賃   2,887   3,007 2,729   

前受運賃   9,123   9,642 8,978   

前受金   17,528   11,636 14,468   

賞与引当金   2,682   2,434 －   

その他 (注７) 26,889   25,830 28,850   

流動負債計     301,219 22.3 318,956 23.9   317,535 23.0

Ⅱ 固定負債           

社債 (注３) 152,000   177,000 147,000   

長期借入金 
(注２) 
(注３) 

476,514   424,715 480,769   

鉄道・運輸機構 
長期未払金 

(注２) 100,465   92,672 96,647   

繰延税金負債   11,204   14,420 19,445   

再評価に係る繰延
税金負債 

  53,852   52,211 52,296   

退職給付引当金   23,371   22,396 22,356   

関係会社損失引当
金 

  5,646   5,761 5,640   

保証金   34,848   32,921 33,373   

その他   3,726   3,907 3,639   

固定負債計     861,629 63.8 826,007 61.9   861,169 62.5

Ⅲ 特別法上の準備金           

特定都市鉄道整備
準備金 

  42,914   35,876 39,395   

特別法上の準備金計     42,914 3.2 35,876 2.7   39,395 2.9

負債合計     1,205,763 89.3 1,180,840 88.5   1,218,100 88.4

            

 



    
前中間会計期間末 
平成17年９月30日 

当中間会計期間末 
平成18年９月30日 

前事業年度の要約貸借対照表 
平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金 (注５)   66,166 4.9 － －   66,166 4.8

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金   16,541   － 16,541   

その他資本剰余金   17,846   － 17,858   

資本準備金減少
差益 

  17,835   － 17,835   

自己株式処分差
益 

  10   － 22   

資本剰余金合計     34,387 2.5 － －   34,399 2.5

Ⅲ 利益剰余金 

  

        

中間（当期）未処分
利益 

4,941   － 11,333   

利益剰余金合計     4,941 0.4 － －   11,333 0.8

Ⅳ 土地再評価差額金     7,008 0.5 － －   4,704 0.3

Ⅴ その他有価証券評価
差額金 

    33,087 2.4 － －   43,854 3.2

Ⅵ 自己株式 (注６)   △535 △0.0 － －   △718 △0.0

資本合計     145,056 10.7 － －   159,740 11.6

負債・資本合計     1,350,820 100.0 － －   1,377,840 100.0 

            

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

 資本金     － －   66,166 5.0   － － 

 資本剰余金                     

 資本準備金   －     16,541     －     

 その他資本剰余金   －     17,868     －     

資本剰余金合計     － －   34,410 2.6   － － 

 利益剰余金                     

 その他利益剰余金                     

繰越利益剰余金   －     12,951     －     

利益剰余金合計     － －   12,951 1.0   － － 

 自己株式     － －   △828 △0.1   － － 

株主資本合計     － －   112,698 8.4   － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

その他有価証券評価
差額金 

    － －   35,185 2.6   － － 

土地再評価差額金     － －   5,816 0.4   － － 

評価・換算差額等合
計 

    － －   41,001 3.1   － － 

純資産合計     － －   153,700 11.5   － － 

負債純資産合計     － －   1,334,541 100.0   － － 

           



②【中間損益計算書】 

 （注）百分比は全事業営業収益（前中間会計期間117,636百万円、当中間会計期間118,836百万円、前事業年度233,070百万円）をそれぞれ

100とする比率であります。 

    
前中間会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前事業年度の要約損益計算書 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 鉄道事業           

１ 営業収益     79,476 67.6 80,146 67.4   157,075 67.4

２ 営業費     65,533 55.7 65,326 55.0   131,309 56.3

営業利益     13,942 11.9 14,819 12.5   25,765 11.1

Ⅱ 開発事業           

１ 営業収益     38,160 32.4 38,690 32.6   75,995 32.6

２ 営業費 (注１)   32,178 27.4 36,303 30.5   65,886 28.3

営業利益     5,982 5.1 2,386 2.0   10,108 4.3

全事業営業利益     19,924 16.9 17,206 14.5   35,874 15.4

Ⅲ 営業外収益 (注２)   3,659 3.1 6,869 5.8   10,697 4.6

Ⅳ 営業外費用 (注３)   9,093 7.7 9,639 8.1   18,274 7.8

経常利益     14,490 12.3 14,436 12.1   28,297 12.2

Ⅴ 特別利益 (注４)   17,302 14.7 6,550 5.5   24,734 10.6

特定都市鉄道整備
準備金取崩額 

    3,518 3,518   7,037 

その他     13,783 3,031   17,696 

Ⅵ 特別損失 
(注５) 
(注７) 

  17,490 14.9 12,650 10.6   23,520 10.1

税引前中間（当
期）純利益 

    14,301 12.2 8,336 7.0   29,510 12.7

法人税・住民税及
び事業税 

  13,418   4,647 19,097   

過年度法人税等   ―   364 ―   

法人税等調整額   △4,715 8,703 7.4 △1,617 3,394 2.9 △2,146 16,951 7.3

中間（当期）純利
益 

    5,598 4.8 4,942 4.2   12,559 5.4

前期繰越利益     4,821 ―   4,821 

土地再評価差額金
取崩額 

    △5,478 ―   △3,905 

中間配当額     ― ―   2,143 

中間（当期）未処
分利益 

    4,941 ―   11,333 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

（注）剰余金の配当および役員賞与は、平成18年６月29日開催の定時株主総会で決議された利益処分に基づくものであります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金  利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

その他利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

66,166 16,541 17,858 34,399 11,333 11,333 △718 111,181 

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当（注）         △2,142 △2,142   △2,142 

役員賞与（注）          △60 △60   △60 

中間純利益         4,942 4,942   4,942 

土地再評価差額金取崩          △1,122 △1,122   △1,122 

自己株式の取得              △156 △156 

自己株式の処分     10 10     46 56 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

                

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ － 10 10 1,617 1,617 △110 1,517 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

66,166 16,541 17,868 34,410 12,951 12,951 △828 112,698 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

土地再評価差額金
評価・換算差額等

合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

43,854 4,704 48,559 159,740 

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）       △2,142 

役員賞与（注）       △60 

中間純利益       4,942 

土地再評価差額金取崩        △1,122 

自己株式の取得        △156 

自己株式の処分       56 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

△8,669 1,112 △7,557 △7,557 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△8,669 1,112 △7,557 △6,039 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

35,185 5,816 41,001 153,700 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）デリバティブ 

時価法 

なお、金利スワップ及びキ

ャップ取引の特例処理をし

ております。 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

①分譲土地建物 

 個別法による原価法 

(3）たな卸資産 

①分譲土地建物 

 個別法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により

算定） 

(3）たな卸資産 

①分譲土地建物 

 個別法による原価法 

 ②貯蔵品 

 移動平均法による原価法 

②貯蔵品 

 移動平均法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法に

より算定） 

②貯蔵品 

 移動平均法による原価法 

 ───── （会計方針の変更） 

「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日）が平

成20年３月31日以前に開始す

る事業年度に係る財務諸表か

ら適用できることになったこ

とに伴い、当中間期から同会

計基準を適用しております。

この結果、従来の方法によっ

た場合に比べて当中間期の営

業利益及び経常利益はそれぞ

れ2,021百万円、税引前中間純

利益は9,633百万円減少してお

ります。 

───── 

 



項目 
前中間会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

鉄道事業の有形

固定資産 

  
定率法 

鉄道事業の取替

資産 
  
取替法 

(定率法)

その他の有形固

定資産 
  定額法 

同左 同左 

  ただし、鉄道事業の有形固

定資産のうち平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）については

定額法を採用しております。 

 なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。 

  

 (2）無形固定資産 

定額法 

 また償却年数については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。 

 ただし、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しており

ます。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３ 工事負担金等の圧縮記帳

処理方法 

  当社は、連続立体交差等の高

架化工事や踏切道路拡幅工事等

を行うに当たり、地方公共団体

等より工事費の一部として工事

負担金等を受けております。 

 これらの工事負担金等のう

ち、対象工事の完成により増収

が見込まれないもので、１億円

以上のものについては、工事完

成時に、工事負担金相当額を取

得原価から直接減額して計上し

ております。 

 なお、中間損益計算書におい

ては、工事負担金等受入額を特

別利益に計上するとともに、固

定資産の取得原価から直接減額

した額を固定資産圧縮損として

特別損失に計上しております。 

同左   当社は、連続立体交差等の高

架化工事や踏切道路拡幅工事等

を行うに当たり、地方公共団体

等より工事費の一部として工事

負担金等を受けております。 

  これらの工事負担金等のう

ち、対象工事の完成により増収

が見込まれないもので、１億円

以上のものについては、工事完

成時に、工事負担金相当額を取

得原価から直接減額して計上し

ております。 

  なお、損益計算書において

は、工事負担金等受入額を特別

利益に計上するとともに、固定

資産の取得原価から直接減額し

た額を固定資産圧縮損として特

別損失に計上しております。 

４ 繰延資産の処理方法   社債発行費について支出時の

費用として処理しております。 

同左 同左 

５ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

  貸付金及び売上債権等の貸倒

損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上して

おります。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

  従業員賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）    ───── 

 



項目 
前中間会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処

理しております。 

 数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（15年）によ

る定額法により、翌期から費用

処理することとしております。 

(3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産見込額に

基づき、当中間会計期間末にお

いて発生していると認められる

額を計上しております。 

  会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処

理しております。 

  数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（15年）によ

る定額法により、翌期から費用

処理することとしております。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数（15年）による定

額法により、費用処理すること

としております。 

(3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産に基づき、計上

しております。 

  会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処

理しております。 

  数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（15年）によ

る定額法により、翌期から費用

処理することとしております。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数（15年）による定

額法により、費用処理すること

としております。 

 ───── 

  

───── 

  

（追加情報） 

  当社において平成18年４月１

日付にて実施する退職金規程の

改訂を含めた退職給付制度の変

更にあたり、退職金の一部を精

算することといたしました。こ

の退職給付制度の変更に伴い、

退職金精算支払額2,405百万円か

ら当該精算に伴う退職給付債務

取崩額1,920百万円を控除し、数

理計算上の差異償却額331百万円

及び会計基準変更時差異償却額

491百万円を加えた1,308百万円

を特別損失に計上いたしまし

た。これにより、税金等調整前

当期純利益は同額減少しており

ます。 

 (4）関係会社損失引当金 

  関係会社の事業に伴う損失に

備えるため、関係会社の資産内

容等を勘案して、当社が負担す

ることとなる損失見込額を計上

しております。 

(4）関係会社損失引当金 

同左 

(4）関係会社損失引当金 

同左 

６ 特別法上の準備金の計上

基準 

  特定都市鉄道整備準備金は、

特定都市鉄道整備促進特別措置

法第８条の規定により計上及び

取崩しております。 

 なお、特定都市鉄道整備準備

金のうち、7,037百万円について

は、一年内に使用されると認め

られるものであります。 

同左       同左 

 



項目 
前中間会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

７ リース取引の処理方法   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同左 同左 

８ ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引及びキャップ

取引 

 特例処理によっております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ取引及びキャッ

プ取引 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

 ヘッジ対象 

変動金利による借入金 

ヘッジ対象 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

 (3）ヘッジ方針 

 将来の支払利息に係る金利

変動リスクをヘッジすること

を目的としており、投機的な

取引は行わない方針でありま

す。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 (4）ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップ及びキャップ取引 

 特例処理要件を充足すること

をもって有効性の判定を行って

おります。 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップ及びキャップ取引 

同左 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップ及びキャップ取引 

同左 

９ その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



（会計方針の変更） 

（表示方法の変更） 

前中間会計期間 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

当中間会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

前事業年度 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間会計期間より、「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）を適用しております。これ

により、税引前中間純利益は10,558百万円

減少しております。 

  なお、減損損失累計額については、改正

後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。 

 ───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当期より、「固定資産の減損に係る会計

基準」（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これにより、税引前

当期純利益は10,558百万円減少しておりま

す。 

  なお、減損損失累計額については、改正

後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。 

 ───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

  当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適用

しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金

額は153,700百万円であります。 

  なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、改正後の中間

財務諸表等規則により作成しております。 

 ───── 

前中間会計期間 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

当中間会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

（中間貸借対照表） 

  「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第97号）

により、証券取引法第２条第２項において、投資事業有限責任組合

及びこれに類する組合への出資を有価証券とみなすこととされたこ

とに伴い、「その他の投資等」に含めていた匿名組合出資金を前会

計年度より「投資有価証券」に含めて表示しております。 

  なお、前中間会計期間における「その他の投資等」に含まれてい

る当該出資金及び当中間会計期間の「投資有価証券」に含まれてい

る当該出資金の額はともに5,487百万円であります。   

 ────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 
平成17年９月30日 

当中間会計期間末 
平成18年９月30日 

前事業年度末 
平成18年３月31日 

１ 有形固定資産減価償却累

計額 

（百万円） （百万円） （百万円）

575,230      604,192 589,050 

２ 担保に供している資産及

び担保附債務 
      

(イ）担保資産 （百万円） （百万円） （百万円）

(1）鉄道事業固定資

産（鉄道財団） 
 674,511         672,403 681,980 

(2）各事業関連固定

資産 
1,536      1,521      1,560 

(3）有価証券及び投

資有価証券 

310  228 228 

(ロ）担保附債務       

(1）長期借入金  43,408        36,702      40,015 

（内一年内返済額） (6,705) (6,305) (6,465) 

(2）鉄道・運輸機構

長期未払金 
105,279     97,847        101,607 

（内一年内返済額） (7,389) (7,627) (7,475) 

       

３ 純資産額及び利益の維持

に係る財務制限条項 

  借入金のうち99,892百万円に

ついては、各年度の決算期にお

ける連結及び単体の貸借対照表

における資本の部の金額を前年

同期比または直前の中間期末比

75％以上に維持することを確約

しております。なお、このうち

60,000百万円については、各年

度の中間期においても同様に連

結及び単体の貸借対照表におけ

る資本の部の金額を前年同期比

または前期末対比75％以上に維

持することを確約しておりま

す。 

 あわせて、上記借入金99,892

百万円のうち77,052百万円につ

いては、各年度の決算期または

中間期及び決算期における連結

及び単体の損益計算書に示され

る当期損益が２期連続して損失

とならないようにすることを確

約しております。 

 また、社債のうち30,000百万

円については、各年度の決算期

における単体の損益計算書に示

される経常損益が２期または３

期連続して損失となった場合、

当該債務について期限の利益を

喪失することもあります。 

  借入金のうち125,160百万円に

ついては、各年度の決算期にお

ける連結及び単体の貸借対照表

における純資産または旧資本の

部の金額を前年同期比または直

前の中間期末比75％以上に維持

することを確約しております。

なお、このうち60,000百万円に

ついては、各年度の中間期にお

いても同様に連結及び単体の貸

借対照表における旧資本の部の

金額を前年同期比または前期末

対比75％以上に維持することを

確約しております。 

 あわせて、上記借入金125,160

百万円のうち88,320百万円につ

いては、各年度の決算期または

中間期及び決算期における連結

及び単体の損益計算書に示され

る当期純損益が２期連続して損

失とならないようにすることを

確約しております。 

 また、社債のうち30,000百万

円については、各年度の決算期

における単体の損益計算書に示

される経常損益が２期連続して

損失となった場合、当該債務に

ついて期限の利益を喪失するこ

ともあります。 

  借入金のうち104,645百万円に

ついては、各年度の決算期にお

ける連結及び単体の貸借対照表

における資本の部の金額を前年

同期比または直前の中間期末

比 75％以上に維持することを確

約しております。なお、このう

ち60,000百万円については、各

年度の中間期においても同様に

連結及び単体の貸借対照表にお

ける資本の部の金額を前年同期

比または前期末対比75％以上に

維持することを確約しておりま

す。 

 あわせて、上記借入金104,645

百万円のうち89,905百万円につ

いては、各年度の決算期または

中間期及び決算期における連結

及び単体の損益計算書に示され

る当期損益が２期連続して損失

とならないようにすることを確

約しております。 

 また、社債のうち40,000百万

円については、各年度の決算期

における単体の損益計算書に示

される経常損益が２期または３

期連続して損失となった場合、

当該債務について期限の利益を

喪失することもあります。 

４ 事業用固定資産の取得原

価から控除した工事負担

金等 

（百万円） （百万円） （百万円）

 189,361         193,790      191,254 

５ 発行済株式数 普通株式 

858,672千株 

───── 普通株式 

       858,672千株 

６ 自己株式数 普通株式 

1,461千株 

───── 普通株式 

     1,737千株 

 



項目 
前中間会計期間末 
平成17年９月30日 

当中間会計期間末 
平成18年９月30日 

前事業年度末 
平成18年３月31日 

７ 消費税等   仮払消費税等、仮受消費税等

及び中間納付税額は相殺し、そ

の差額は流動負債「その他」に

含めて表示しております。 

同左 ───── 

８ 偶発債務 (イ）下記の会社等の銀行等借入金

に対し債務保証を行っておりま

す。 

(イ）下記の会社等の銀行等借入金

に対し債務保証を行っておりま

す。 

(イ）下記の会社等の銀行等借入金

に対し債務保証を行っておりま

す。 

 東武不動産 9,331百万円

埼玉県住宅供給

公社 
3,901百万円

野田市清水公園

駅東土地区画整

理組合 

2,496百万円

滑川町月輪土地

区画整理組合 
1,954百万円

渡良瀬遊水地ア

クリメーション

振興財団 

1,302百万円

宅地ローン 604百万円

計 19,589百万円

東武不動産  8,643百万円

埼玉県住宅供給

公社 
3,726百万円

渡良瀬遊水地ア

クリメーション

振興財団 

1,286百万円

滑川町月輪土地

区画整理組合 
 650百万円

宅地ローン 517百万円

押上・業平橋駅

周辺土地区画整

理組合 

60百万円

計 14,885百万円

東武不動産 9,159百万円

埼玉県住宅供給

公社 
3,814百万円

野田市清水公園

駅東土地区画整

理組合 

1,846百万円

渡良瀬遊水地ア

クリメーション

振興財団 

1,408百万円

滑川町月輪土地

区画整理組合 

717百万円

宅地ローン 556百万円

計 17,501百万円

 (ロ）下記の会社の銀行借入金に対

し保証予約を行っております。 

(ロ）下記の会社の銀行借入金に対

し保証予約を行っております。 

(ロ）下記の会社の銀行借入金に対

し保証予約を行っております。 

 東武百貨店 

東武興業 

32,026百万円

 3,021百万円

計 35,047百万円

東武百貨店 

東武興業  

27,864百万円

 2,755百万円

計 30,619百万円

東武百貨店 

東武興業  

30,445百万円

 2,933百万円

計 33,378百万円

９ 有価証券消費貸借契約   投資有価証券のうち、40,979

百万円については有価証券消費

貸借契約により貸付を行ってお

ります。 

  投資有価証券のうち、33,716

百万円については有価証券消費

貸借契約により貸付を行ってお

ります。 

  投資有価証券のうち、41,450

百万円については有価証券消費

貸借契約により貸付を行ってお

ります。 

10 貸出コミットメント    当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため、取引銀行７行

と貸出コミットメント契約を締

結しております。 

 当中間会計期間末における貸

出コミットメントに係る借入未

実行残高等は次のとおりであり

ます。 

  当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため、取引銀行７行

と貸出コミットメント契約を締

結しております。 

 当中間会計期間末における貸

出コミットメントに係る借入未

実行残高等は次のとおりであり

ます。 

  当社は、運転資金の効率的な

調達を行うために取引銀行７行

と貸出コミットメント契約を締

結しております。 

 当期末における貸出コミット

メントに係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

 貸出コミット 

メントの総額 
70,000百万円

借入実行残高 16,500百万円

差引額 53,500百万円

貸出コミット 

メントの総額 
70,000百万円

借入実行残高 30,500百万円

差引額 39,500百万円

貸出コミット 

メントの総額 
70,000百万円

借入実行残高  8,400百万円

差引額 61,600百万円



（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

１ 売上原価に含まれるたな

卸資産評価損 

  （百万円）

   － 

  （百万円）

  2,021 

  （百万円）

  － 

２ 営業外収益のうち主要項

目 

  （百万円）

受取配当金  508 

受取利息  112 

少額工事負担金等

受入額 
 2,407 

  （百万円）

受取配当金 6,020 

受取利息 80 

少額工事負担金等

受入額 
      270 

  （百万円）

受取配当金  6,052 

受取利息 219 

少額工事負担金等

受入額 
3,283 

３ 営業外費用のうち主要項

目 

  （百万円）

支払利息及び社債

利息 
 8,863 

  （百万円）

支払利息及び社債

利息 
 8,829 

  （百万円）

支払利息及び社債

利息 
17,742  

４ 特別利益のうち主要項目   （百万円）

固定資産売却益  11,886 

鉄道事業固定資

産土地売却 
 51 

開発事業固定資

産土地売却 
 73 

開発事業固定資

産建物売却 
 11,762 

 なお、開発事業固定資産建物

売却益については、柏駅ビル商

業施設部分に係る信託受益権売

却益であります。 

  

工事負担金等受入

額 
 1,290 

 常磐新線建設に

伴う北千住駅改

良工事 

 833 

 鹿沼第３陸橋改

修工事 
 456 

投資有価証券売却

益 
 78 

  （百万円）

固定資産売却益    423 

鉄道事業固定資

産土地売却 
  210 

開発事業固定資

産土地売却 
 19 

開発事業固定資

産建物売却 
      193 

───── 

  

  

  

  

工事負担金等受入

額 
     2,536 

 羽生駅橋上化工

事 
1,706 

 姫宮～東武動物

公園間架道橋新

設工事 

600 

 森林公園～小川

町間複線化工事
123 

 伊勢崎線第158

号踏切道改良工

事 

106 

投資有価証券売却

益 
3 

  （百万円）

固定資産売却益 12,833 

鉄道事業固定資

産土地売却 
371 

開発事業固定資

産土地売却 
699 

開発事業固定資

産建物売却 
11,762 

 なお、開発事業固定資産建物

売却益については、柏駅ビル商

業施設部分に係る信託受益権売

却益であります。 

  

工事負担金等受入

額 
   3,182 

 春日部～北春日

部間古隅田川橋

梁改修工事 

1,101 

 常磐新線建設に

伴う北千住駅改

良工事 

833 

 霞ヶ関北口開設

に伴う駅舎改築

工事 

790 

 鹿沼第３陸橋改

修工事 
456 

投資有価証券売却

益 
89 

 



項目 
前中間会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

５ 特別損失のうち主要項目   （百万円）

減損損失   10,558 

関係会社損失引当

金繰入額 
 2,171 

固定資産圧縮損  1,290 

 常磐新線建設に

伴う北千住駅改

良工事 

 833 

 鹿沼第３陸橋改

修工事 
 456 

貸倒引当金繰入額  654 

固定資産売却損  512 

鉄道事業固定資

産土地売却 
 2 

開発事業固定資

産土地売却 
 329 

その他  180 

投資有価証券評価

損 
 462 

固定資産除却損  436 

  （百万円）

減損損失        621 

たな卸資産評価

損 
      7,612 

固定資産圧縮損       2,536 

羽生駅橋上化

工事 
  1,706 

姫宮～東武動

物公園間架道

橋新設工事 

  600 

森林公園～小

川町間複線化

工事 

  123 

伊勢崎線第158

号踏切道改良

工事 

  106 

貸倒引当金繰入 

額 
 694 

投資有価証券評

価損 
 607 

関係会社損失引

当金繰入額 
 121 

固定資産売却損  270 

鉄道事業固定

資産土地売却 
 － 

開発事業固定

資産土地売却 
68 

その他  202 

固定資産除却損  76 

  （百万円）

減損損失         10,558 

固定資産圧縮

損 
      3,182 

春日部～北

春日部間古

隅田川橋梁

改修工事 

  1,101 

常磐新線建

設に伴う北

千住駅改良

工事 

   833 

霞ヶ関北口

開設に伴う

駅舎改築工

事 

   790 

鹿沼第３陸

橋改修工事 
   456 

関係会社損失

引当金繰入額 
      2,165 

固定資産譲渡

損 
 1,383 

退職給付制度

変更による精

算差損 

1,308 

貸倒引当金繰

入額 
667 

固定資産売却

損 
996 

鉄道事業固

定資産土地

売却 

274 

開発事業固

定資産土地

売却 

524 

その他 197 

投資有価証券

評価損 
22 

固定資産除却

損 

 1,065 

６ 減価償却実施額 （百万円） （百万円） （百万円）

有形固定資産  17,452        17,664        35,662 

無形固定資産  489  556  968 

 



項目 
前中間会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

７ 減損損失 

  

  当社は、当中間会計期間におい

て以下のとおり減損損失を計上い

たしました。 

(1）減損損失を認識した主な資産 

事業

区分 

用途  種類  場所 

開 

発 

事 

業 

固 

定 

資 

産 

ホテル施

設 

土地、

建物 

ほか 

宮城県

松島町

ほか 

ゴルフ場

施設 

土地、

建物 

ほか 

栃木県

壬生町

ほか 

賃貸施設土地、

建物 

ほか 

豊島区

西池袋

ほか 

遊休資産土地、

建物 

ほか 

埼玉県

宮代町

ほか 

  当社は、当中間会計期間におい

て以下のとおり減損損失を計上い

たしました。 

(1）減損損失を認識した主な資産 

事業

区分

用途  種類  場所 

開

発

事

業

固

定

資

産 

賃貸施設土地、

建物 

ほか 

栃木県

宇都宮

市ほか 

遊休資産土地、

建物 

ほか 

埼玉県

東松山

市ほか 

  当社は、当会計期間において以

下のとおり減損損失を計上いたし

ました。 

(1）減損損失を認識した主な資産 

事業

区分

用途  種類  場所 

開

発

事

業

固

定

資

産 

ホテル施

設 

土地、

建物 

ほか 

宮城県

松島町

ほか 

ゴルフ場

施設 

土地、

建物 

ほか 

栃木県

壬生町

ほか 

賃貸施設 土地、

建物 

ほか 

豊島区

西池袋

ほか 

遊休資産 土地、

建物 

ほか 

埼玉県

宮代町

ほか 

  (2）資産のグルーピングの方法 

  管理会計上の事業毎又は物件・

施設毎に資産のグルーピングを行

っております。 

(3）減損損失を認識するに至った経

緯 

  利用客の減少等により当初想定

していた営業損益が見込めなくな

ったことや継続的な地価の下落な

どにより減損損失を認識しており

ます。 

(4）減損損失の内訳 

(5）回収可能価額の算定方法 

  回収可能価額は正味売却価額及

び使用価値により測定しておりま

す。正味売却価額は、不動産鑑定

評価基準に基づく鑑定評価額もし

くは固定資産税評価額に合理的な

調整を行って算出した金額を使用

しております。また、使用価値に

ついては、将来キャッシュフロー

を4.0％で割り引いて算出しており

ます。 

土地 6,061百万円

建物ほか 4,496百万円

開発事業固定資産計 10,558百万円

(2）資産のグルーピングの方法 

  管理会計上の事業毎又は物件・

施設毎に資産のグルーピングを行

っております。 

(3）減損損失を認識するに至った経

緯 

  当初想定していた営業損益が見

込めなくなったことや継続的な地

価の下落などにより減損損失を認

識しております。 

(4）減損損失の内訳 

(5）回収可能価額の算定方法 

  回収可能価額は正味売却価額及

び使用価値により測定しておりま

す。正味売却価額は、不動産鑑定

評価基準に基づく鑑定評価額もし

くは固定資産税評価額に合理的な

調整を行って算出した金額を使用

しております。また、使用価値に

ついては、将来キャッシュフロー

を4.0％で割り引いて算出しており

ます。 

土地  371百万円

建物ほか   249百万円

開発事業固定資産計 621百万円

(2）資産のグルーピングの方法 

  管理会計上の事業毎又は物件・

施設毎に資産のグルーピングを行

っております。 

(3）減損損失を認識するに至った経

緯 

  利用客の減少等により当初想定

していた営業損益が見込めなくな

ったことや継続的な地価の下落な

どにより減損損失を認識しており

ます。 

(4）減損損失の内訳 

(5）回収可能価額の算定方法 

  回収可能価額は正味売却価額及

び使用価値により測定しておりま

す。正味売却価額は、不動産鑑定

評価基準に基づく鑑定評価額もし

くは固定資産税評価額に合理的な

調整を行って算出した金額を使用

しております。また、使用価値に

ついては、将来キャッシュフロー

を4.0％で割り引いて算出しており

ます。 

  

土地  6,061百万円

建物ほか  4,496百万円

開発事業固定資産計 10,558百万円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

  単元未満株式の買取りによる増加          277,451株 

 減少数の内訳は、次の通りであります。 

  単元未満株式の買増請求等による減少        109,667株 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式 1,737,833 277,451 109,667 1,905,617 



（リース取引関係） 

項目 
前中間会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

１ リース物件の所有

権が借主に移転す

ると認められるも

の以外のファイナ

ンス・リース取引 

（借主側） （借主側） （借主側） 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

鉄道事
業固定
資産 

210 136 74

開発事
業固定
資産 

142 124 18

各事業
関連固
定資産 

269 137 132

合計 623 398 225

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

鉄道事
業固定
資産 

152 106 46

開発事
業固定
資産 

72 54 17

各事業
関連固
定資産 

273 203 69

合計 498 364 134

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

鉄道事
業固定
資産 

214 155 59

開発事
業固定
資産 

153 130 23

各事業
関連固
定資産 

273 171 101

合計 641 457 184

 （注）取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利

子込み法によっております。 

（注）取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利

子込み法によっております。 

（注）取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

によっております。 

 ② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

② 未経過リース料期末残高相当額 

   （百万円）

１年内 104

１年超 120

計 225

  （百万円）

１年内 90

１年超 44

計 134

  （百万円）

１年内 98

１年超 85

計 184

 （注）未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

によっております。 

（注）未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

によっております。 

（注）未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法によっており

ます。 

 ③ 当中間期の支払リース料及び減

価償却費相当額 

③ 当中間期の支払リース料及び減

価償却費相当額 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

   （百万円）

支払リース料 62

減価償却費相当額 62

  （百万円）

支払リース料 50

減価償却費相当額 50

  （百万円）

支払リース料 121

減価償却費相当額 121

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前事業年度末（平成18年３月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

（１株当たり情報） 

    中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

項目 
前中間会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

２ オペレーティン

グ・リース取引 

（借主側） （借主側） （借主側） 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

   （百万円）

１年内 9,805

１年超 23,168

合計 32,974

  （百万円）

１年内 6,298

１年超 16,869

合計 23,168

  （百万円）

１年内 9,805

１年超 18,266

合計 28,071

 （貸主側） （貸主側） （貸主側） 

 未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

   （百万円）

１年内 6,714

１年超 3,916

合計 10,630

  （百万円）

１年内 3,916

１年超 －

合計 3,916

  （百万円）

１年内 6,714

１年超 559

合計 7,273

種類 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 － － － 

関連会社株式 1,536 3,871 2,334 

合計 1,536 3,871 2,334 

種類 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 － － － 

関連会社株式 3,711 6,074 2,362 

合計 3,711 6,074 2,362 

種類 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 － － － 

関連会社株式 1,536 3,951 2,415 

合計 1,536 3,951 2,415 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 当社は、平成17年10月26日開催の取締役会において、当社が主に賃貸用固定資産として所有する土地及び建物に

ついて、資産管理効率の向上を図るため、福島県南会津郡舘岩村へ寄付することを決議し、平成17年11月30日に実

行いたしました。 

 これに伴い、平成18年３月期において、1,383百万円を特別損失に計上いたします。 

 寄付した資産の内容 

  所 在 地：福島県南会津郡舘岩村 

  面  積：土地  1,335,617㎡   建物 延12,687㎡ 

  帳簿価額：土地  711百万円   建物  671百万円 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 当社は、平成18年11月15日開催の取締役会において、当社グループのゴルフ事業の再編に係る方針の一環とし

て、当社が賃貸用固定資産として所有するゴルフ事業用土地について、平成19年３月を目途として売却することを

決議しました。これに伴い平成19年３月期において、売却見込み額に基づき2,154百万円を減損損失として特別損

失に計上する予定です。 

 １ 売却する資産の内容 

    土地 

 ２  帳簿価額（平成18年９月30日現在） 

    7,041百万円 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 平成18年５月23日開催の当社取締役会において、2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決

議し、平成18年６月12日に発行いたしました。その概要は次のとおりであります。 

１ 発行価額 

本社債の額面金額の100％（各本社債の額面金額 1,000万円） 

２ 発行価格（募集価格） 

本社債の額面金額の102.5％ 

３ 発行価額の総額 

500億円と代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額との合計額 

４ 利率 

本社債には利息は付さない。 

５ 償還期限 

2016年３月31日 



６ 本新株予約権に関する事項 

(1）本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

イ 種類 

当社普通株式 

ロ 数 

 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額

を下記(3）記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金に

よる調整は行わない。本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、当社は会社法に定める

単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。 

(2）本新株予約権の総数 

5,000個と代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数との合計数 

(3）本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 

イ 各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と

同額とする。 

ロ 転換価額は、当初、725円とする。 

ハ 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式

を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記

の算式において「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社が保有するものを除く。）の総数をいう。

 また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含む。）の発行が行われる場合その

他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

(4）本新株予約権の行使期間 

2006年６月26日から2016年３月17日まで（行使請求受付場所現地時間）とする。 

(5）本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

(6）本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定め

るところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じ

る場合はその端数を切り上げた額とする。 

７ 発行年月日 

  2006年６月12日 

８ 資金の使途 

 主に、業平橋・押上地区再開発の資金需要に備えた財務体質強化のための有利子負債の返済、及び鉄道事業に

おけるＩＣカード導入に伴う施設整備や車両増備、更新等の競争力・収益力強化のための設備投資に充当する。

    
既発行株式数＋

発行又は処分株式数×１株当たりの払込金額 

調整後転換価額 ＝調整前転換価額 ×
時 価 

既発行株式数＋発行又は処分株式数 



(2）【その他】 

（中間配当） 

 平成18年11月15日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(1) 中間配当による配当金の総額             2,141百万円 

(2) １株当たりの金額                    2円50銭 

(3) 支払請求権の効力発生日並びに支払開始日    平成18年12月８日 

（注）平成18年９月30日現在の最終の株主名簿（実質株主名簿を含む。）に記載された株主に対し、支払を行い

ます。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第186期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月29日関東財務局長に提出。 

(2）臨時報告書 

平成18年５月23日関東財務局長に提出。 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づく臨時報告書であります。 

平成18年11月15日関東財務局長に提出。 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事

象）の規定に基づく臨時報告書であります。 

(3）臨時報告書の訂正報告書 

   平成18年５月24日関東財務局長に提出。 

  平成18年５月23日付で提出した臨時報告書に係る訂正報告書であります。 

  平成18年５月25日関東財務局長に提出。 

  平成18年５月23日付で提出した臨時報告書に係る訂正報告書であります。 

(4）訂正発行登録書 

平成18年５月23日、平成18年５月24日、平成18年５月25日、平成18年６月29日及び平成18年11月15日関東財務局長に

提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書

  平成17年12月20日

東武鉄道株式会社   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 小西 彦衞  印

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 若原 文安  印

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 酒井 弘行  印

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東武鉄

道株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日から

平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰

余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、東武鉄道株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 会計方針の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているた

め、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

＊上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）

が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

  平成18年12月14日

東武鉄道株式会社   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 小西 彦衞  印

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 若原 文安  印

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 酒井 弘行  印

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東武鉄

道株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株

主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、東武鉄道株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

追記情報  

(1）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間から棚卸資産の評価 

 に関する会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。  

(2）重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成18年11月15日開催の取締役会において、経営効率の向上を図るため、

 資産所有の一元化を含むゴルフ事業の再編の実施を決定した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

＊上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）

が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

  平成17年12月20日

東武鉄道株式会社   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 小西 彦衞  印

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 若原 文安  印

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 酒井 弘行  印

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東武鉄

道株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第186期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平

成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、東武鉄道株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 会計方針の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当

該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

＊上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）

が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

  平成18年12月14日

東武鉄道株式会社   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 小西 彦衞  印

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 若原 文安  印

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 酒井 弘行  印

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東武鉄

道株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第187期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平

成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、東武鉄道株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

(1）重要な会計方針に記載のとおり、会社は当中間会計期間から棚卸資産の評価に関する会計基準を適用しているた 

 め、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

(2）重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成18年11月15日開催の取締役会において、ゴルフ事業の再編に係る方針 

 の一環として、ゴルフ事業用土地を平成19年３月を目処に売却することを決議している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

＊上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）

が別途保管しております。 
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